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十
八
世
紀
ア
ム
ー
ル
川
下
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方
の
ホ
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t主

じ

め

清
の
勢
力
が
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
域
に
浸
透
を
始
め
た
の
は
、
順
治
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
来
同
じ
よ
う
に
ア
ム
ー
ル
地
域
へ
の
進

出
を
は
か
る
ロ
シ
ア
人
と
封
抗
し
な
が
ら
、
清
は
下
流
に
向
か
っ
て
着
々
と
地
歩
を
固
め
て
い
っ
た
。
そ
し
て
康
照
二
十
八
年
(
一
六
八
九
)
に

は
ロ
シ
ア
と
の
聞
に
ネ
ル
チ
ン
ス
ク
篠
約
を
締
結
し
て
、

ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
地
方
一
帯
を
確
保
す
る
の
に
成
功
し
た
。
そ
の
過
程
で
清
朝
は

(
1〉

さ
ら
に
は
サ
ハ
リ
ン
に
居
住
す
る
少
数
民
族
を
、
漫
民
と
呼
ぶ
組
織
に
編
成
す
る
。
始
め
遊
民
の

ア
ム
ー
ル
川
の
沿
岸
か
ら
左
岸
の
内
陸
部
、

大
部
分
は
寧
古
塔
副
都
統
が
所
管
し
た
が
、
乾
隆
四
十
四
年
〈
一
七
七
九
)
以
降
は
、
三
姓
副
都
統
が
一
括
し
て
管
轄
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
逸
民
は
旗
人
と
異
な
り
、
兵
役
を
負
わ
な
い
代
わ
り
に
、
毎
年
各
戸
一
枚
ず
つ
詔
皮
を
貢
納
す
る
義
務
を
課
さ
れ
て
、

ハ
の
ち
三
姓
〉
な
ど
の
指
定
さ
れ
た
場
所
に
貢
納
し
た
。
と
こ
ろ
が
遁
民
の
中
に
は
莫
大
な
毛
皮
を
持
参
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
北
京
に
ま
で
出
か
け

寧
古
塔



の
存
在
は
、

か
れ
ら
の
目
的
は
そ
れ
ら
の
毛
皮
を
皇
一
帝
に
献
上
し
て
、
北
京
の
女
性
を
妻
に
迎
え
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
謹
民

日
本
の
『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
室
E
に
よ
っ
て
、
リ
ダ
カ
の
名
と
と
も
に
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
い
か
ん
せ
ん
史
料
が
ほ

る
も
の
が
い
た
。

と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
れ
以
上
に
追
求
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
一
九
八

0
年
代
に
入
っ
て
、
北
方
史
の
研
究
は
一
つ
の
韓
機
を
迎
え
る
。
中
園
の
事
者
が
遼
寧
省
楼
案
館
に
あ
る
『
三
姓
副
都
統

(
2〉

街
門
橋
案
』
に
依
接
し
て
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
朕
況
を
ほ
ぼ
一
獲
さ
せ
る
研
究
を
行
な
っ
た
。
そ
し
て
リ
ダ
カ
の
北
京
上
京
に
闘
し
て
も
、
問

わ
た
し
自
身
も
こ
れ
ら
の
研
究
に
啓
護
さ
れ
て
、

が
、
し
か
し
コ
ニ
姓
副
都
統
街
門
槍
案
』
に
は
史
料
的
な
限
界
が
あ
っ
て
、
制
度
全
瞳
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
研
究
を
行
な
う
こ
と
は
で
き
な
か
司

〈

3
〉

た
。
三
姓
副
都
統
が
遁
民
を
管
轄
す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
は
、
制
度
自
憧
が
す
で
に
最
盛
期
を
過
ぎ
て
形
骸
化
を
始
め
た
と
き
に
あ
た
る
の

で
、
『
三
姓
副
都
統
街
門
様
案
』
か
ら
制
度
の
全
瞳
像
を
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
間
題
を
さ
ら
に
飛
躍
さ
せ
る
た
め
に
は
、

姓
副
都
統
街
門
槍
案
』
に
代
わ
る
優
れ
た
新
史
料
を
護
見
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。

リ
ダ
カ
に
閥
す
る
論
文
を
瑳
表
し
た
こ
と
が
あ
る

題
を
大
き
く
前
進
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

E 司
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そ
う
し
た
中
で
わ
た
し
は
一
九
九
三
年
か
ら
九
四
年
に
か
け
て
、
文
部
省
在
外
研
究
員
と
し
て
九
か
月
間
、
中
園
に
お
い
て
研
究
に
従
事
す

る
こ
と
が
で
き
た
。
嘗
初
計
重
し
た
主
要
な
目
的
の
一
つ
は
、
北
京
の
中
圏
第
一
歴
史
槍
案
館
に
所
識
さ
れ
た
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
橋
案
』

を
調
査
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
は
『
三
姓
副
都
統
衛
門
槍
案
』
を
調
査
し
た
経
験
か
ら
、
乾
隆
四
十
四
年
以
前
に
謹
民
組
織
を
所
管
し

て
い
た
寧
古
塔
副
都
統
関
係
の
槍
案
に
は
、
遁
民
関
係
の
史
料
が
必
ず
残
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
貫
際
に
『
寧
古
塔
副
都

統
街
門
槍
案
』
を
調
べ
て
み
る
と
、
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
櫨
案
』
遁
民
の
制
度
に
闘
し
て
豊
富
な
史
料
が
残
っ
て
い

た
。
寧
古
塔
副
都
統
が
溢
民
を
所
管
し
て
い
た
嘗
時
は
、
港
民
の
制
度
が
草
創
期
か
ら
最
盛
期
に
向
か
う
時
期
で
あ
っ
た
の
で
、
『
寧
古
塔
副

都
統
街
門
橋
案
』
の
内
容
は
、
『
三
姓
副
都
統
衛
門
楢
案
』
よ
り
も
は
る
か
に
充
賞
し
て
い
る
。
そ
れ
以
来
わ
た
し
は
史
料
の
牧
集
と
整
理
に

努
め
て
き
た
が
、
こ
こ
に
き
て
よ
う
や
く
こ
の
問
題
に
あ
る
程
度
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

車
部
想
ど
お
り

亡
工
、
t
t
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そ
こ
で
本
稿
に
お
い
て
わ
た
し
は
ま
ず
、
逸
民
が
妻
を
妻
り
に
上
京
す
る
と
い
う
、
こ
の
制
度
の
全
瞳
像
を
明
ら
か
に
す
る
。
次
に
北
方
の
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経
済
に
果
た
し
た
か
れ
ら
の
役
割
に
つ
い
て
、
主
に
毛
皮
交
易
に
し
ぼ
っ
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

第
一
章

ア
ム
ー
ル
川
下
流
遊
民
の
北
京
行

ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
逸
民
へ
ジ
ェ
フ
ィ

ヤ
カ

(
赫
哲
費
雅
略
〉
が
、
北
京
に
上
京
し
て
中
園
の
婦
人
を
妻
に
迎
え
た
事
買
に
闘
し
て
は
、

『欽

定
大
清
曾
典
』

(
光
絡
)
巻
二
三
に
短
い
記
事
が
み
え
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

赫
哲
費
雅
曜
の
婦
を
納
れ
し
も
の
は
、
則
ち
そ
の
賞
を
給
ひ
て
、

そ
の
康
簡
を
頒
つ
。

〔赫
哲
費
雅
曜
の
京
に
来
て
求
親
す
る
も
の
は
、

例
に
元
(
玄
)
狐
皮
二
張
・
招
皮
一
百
張
・
九
張
合
成
の
青
狐
皮
祷
二
・
九
張
合
成
の
寅
狐
皮
祷
四

・
十
七
張
合
成
の
紹
皮
衣
料
十
二
を

進
む
。
等
第
を
験
明
し
て
鍛
疋
庫
に
交
す
。
領
侍
衛
内
大
臣
に
由
り
引
見
し
て
後
に
、
婚
を
給
ひ
、
無
披
領
勝
椴
朝
衣

・
鍛
抱
・
大
鍛
掛

各
一
:
・
:
を
賞
す
。
〕

r-、

〕
内
は
割
註
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と
あ
っ
て
、
大
量
の
毛
皮
を
貢
納
し
た
逸
民
に
関
し
て
、

清
は
婦
人
を
妻
に
興
え
る
と
同
時
に
、
相
嘗
な
恩
賞
を
支
給
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

史
料
が
不
備
な
う
ら
み
は
あ
る
が
、
毛
皮
を
献
上
し
た
，
遊
民
に
清
朝
が
妻
を
興
え
る
と
い
う
制
度
は
、
相
嘗
に
古
い
歴
史
を
も
っ
と
想
像
さ

れ
る
。

た
だ
制
度
と
し
て
確
立
す
る
の
は
、

お
そ
ら
く
康
照
年
聞
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
呉
兆
寒
『
秋
錨
集
』
巻
七
雑
感
三
首
の
注

に
次
の
如
く
み
え
る
。

時
に
婦
女
を
以
て
海
東
の
諸
首
領
に
賜
ふ
。
迭
人
謬
り
て
皇
姑
を
以
て
こ
れ
を
稽
す
。

著
者
の
呉
兆
務
が
南
闇
科
場
案
に
連
座
し
て
、
寧
古
塔
に
配
流
に
な
っ
て
い
た
の
は
、

(

4

)

 

一
)
ま
で
の
聞
で
あ
る
。
呉
兆
務
は
そ
の
と
き
た
ま
た
ま
、
こ
の
事
質
を
知

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

順
治
十
六
年

三
六
五
九
〉
か
ら
康
照
二
十
年
(
一
六
八

と
こ
ろ
で
遁
民
に
嫁
い
だ
女
性
に
闘
す
る
貴
重
な
記
録
が
、
イ
エ
ズ
ス
舎
土
の
手
に
よ
っ
て
残
さ
れ
て
い
る
。
康
照
四
十
八
年
(
一
七

O
九
)

三
月
に
康
照
一
帝
は
、
護
軍
参
領
デ
ク
ジ
ン
ゲ
・
ト
l
フ
ア
ハ
チ
、
欽
天
監
五
官
正
チ
ュ
ン
デ
ら
と
と
も
に
、
イ
エ
ズ
ス
舎
土
レ
ジ
ス
・
フ
リ
デ

リ
・

ジ
ャ
ル

ト
ゥ
の
三
人
に
封
し
て
、
東
北
部
か
ら
ア
ム
ー
ル
川
下
流
ま
で
の
地
域
を
測
量
す
る
こ
と
を
命
じ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
イ
エ
ズ



ス
舎
士
の
一
行
は
、
い
司
た
ん
盛
京
か
ら
寧
古
塔
・
環
春
を
へ
て
綬
芥
河
流
域
を
踏
査
し
た
後
、
水
路
に
繁
え
て
ウ
ス
リ
川
を
下
っ
て
、
下
流
の

〈

5
)

ゴ
リ
ン
川
・
ア
ム
グ
ン
川
方
面
に
向
か
う
計
重
で
あ
っ
た
。
レ
ジ
ス
ら
は
こ
の
計
霊
に
従
っ
て
、
緩
芽
河
か
ら
ダ
ウ
ピ
へ
川
(
フ
イ
エ
川
、
ウ
ス
リ

(

6

)

 

川
上
流
)
ま
で
行
き
、
そ
れ
か
ら
下
っ
て
ウ
ス
リ
川
に
入
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
途
中
で
北
京
出
身
の
「
ウ
ス
リ
の
貴
婦
人
」
と
呼
ぶ
女
性

に
出
舎
っ
た
。
「
ウ
ス
リ
の
貴
婦
人
」
は
イ
エ
ズ
ス
舎
土
た
ち
に
、
自
分
が
所
有
す
る
百
頭
の
犬
の
話
を
し
た
り
、
あ
る
い
は
蝶
鮫
の
肉
を
ふ
る

ま
っ
た
り
し
た
が
、

一
行
の
目
に
は
格
別
の
優
雅
さ
を
も
っ
女
性
の
よ
う
に
映
っ
た
。
こ
の
女
性
は
中
国
語
を
理
解
し
、
様
子
や
作
法
が
一
般

の
遁
民
と
は
遣
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
過
民
の
首
長
で
あ
っ
た
夫
は
、
最
近
亡
く
な
っ
た
が
、
生
前
に
は
清
か
ら
侍
衛
の
築
血
管
と
特
権
を
輿
え
ら

(
7
〉

〈

8
〉

れ
て
い
た
と
い
う
。
事
買
と
は
多
少
の
組
踊
は
あ
る
が
、
「
ウ
ス
リ
の
貴
婦
人
」
が
北
京
か
ら
嫁
い
だ
女
性
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

さ
て
上
京
し
た
遁
民
の
名
前
が
一
人
一
人
明
ら
か
に
な
る
の
は
、

薙
正
元
年
(
一
七
二
三
)
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。

わ
た
し
が

『
寧
古
塔
副

都
統
街
門
槍
案
』
と
『
三
姓
副
都
統
衛
門
稽
案
』
と
に
つ
い
て
調
査
を
行
な
っ
た
と
こ
ろ
、
全
部
で
十
九
名
の
遊
民
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

た
。
表
1
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
こ
の
表
に
は
み
え
な
い
が
、

ビ
ル
ダ
キ
リ
氏
族
(
ウ
イ
タ
村
〉
の
ヤ
ン
シ
ナ
、

プ
ル
ガ
ル
氏
族
(
ジ
ャ
リ
ン

〈

9
〉

ホ
ジ
ホ
ン
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

-113一

村
〉
の
キ
ム
ル
、

さ
ら
に
は
フ
ィ
ヤ
カ
姓
(
モ
ン
ゴ
ロ
村
〉
の
チ
ュ
イ
な
ど
も
ま
た
、

こ
れ
ら
の
謹
民
が
所
属
し
た
階
層
を
見
て
み
る
と
、
第
二
身
分
の
ガ
シ
ャ
ン
ダ
と
第
四
身
分
の
バ
イ
ニ
ヤ
ル
マ
が
多
く
て
、
合
計
す
る
と
そ
れ

ぞ
れ
八
名
と
九
名
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
第
三
身
分
の
デ
オ
テ
ジ
ュ
セ
は
二
名
し
か
お
ら
ず
、
第
一
身
分
の
ハ
ラ
イ
ダ
は
ひ
と
り
も
い
な

い
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
清
朝
は
謹
民
の
階
層
に
よ
っ
て
、
資
格
を
制
限
す
る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
。
た
だ
定
め
ら
れ
た
数
量
の
毛
皮
を
準
備
で

き
る
か
ど
う
か
が
、
唯
一
の
要
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
ハ
ラ
イ
ダ
が
い
な
い
の
は
、
後
述
す
る
如
く
た
と
え
ハ
ラ
イ
ダ
が
北
京
に
行
っ
て
も
、

他
の
階
層
ほ
ど
メ
リ
γ

ト
は
な
か
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
コ
イ
マ
ン
村
に
住
む
フ
ィ
ヤ
カ
姓
の
イ
ト
ヮ
ヒ
ヤ
ヌ
と
シ
ョ
l
シ
ナ
の
二

(

ω

)

 

人
は
、
買
の
親
と
子
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
サ
イ
マ
ル
氏
族
の
イ
ェ
シ
ケ
と
ジ
ャ

ク
テ
ィ
オ
と
、
キ
レ
ル
姓
の
デ
ク
ジ
ン
ゲ
と
ゲ
グ
ジ
と

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
村
の
出
身
で
は
あ
る
が
、
た
が
い
に
階
層
が
異
な
る
の
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
も
血
縁
関
係
は
な
か
ア
た
と
考
え
ら
れ
る
。

表
ー
に
み
え
る
塗
民
の
中
で
は
、
乾
隆
三
十
九
年
に
北
京
に
上
京
し
た
リ
ダ
カ
が
、
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
リ
ダ
カ
に
闘
し
て
は

361 
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ホ
ジ
ホ
ン
と
な
っ
た
逸
民
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註
①
年
月
は
、
寧
古
塔
ま
た
は
三
姓
に
到
着
し
た
と
き
。

②
(
苦
ろ
は
貢
納
し
た
毛
皮
を
、
(
放
〉
は
放
費
と
し
て
持
参
し
た
毛
皮
を
表
わ
す
。

③
寧
は
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
稽
案
』
を
、
三
は
コ
ニ
姓
副
都
統
街
門
楢
案
』
を
指
す
。
寧
の
後
の
数
字
は
槍
加
の
通
し
番
鋭
を
、
ま
た
薙
は
潅
正
、

乾
は
乾
隆
、
嘉
は
嘉
慶
の
略
で
、
そ
れ
以
下
の
数
字
は
順
に
年
、
月
、
日
を
表
わ
す
。
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比
較
的
詳
し
い
事
賓
が
判
明
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
か
ら
は
リ
ダ
カ
の
上
京
を
例
に
と
っ
て
、
制
度
の
内
容
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。
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リ
ダ
カ
の
名
を
有
名
に
し
た
の
は
、

『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
室
酉
』
の
存
在
で
あ
る
。

『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
書
』
と
呼
ば
れ
る
古
文
書
は
、

日
本
の
北
方
史
料
に
お
い
て
特
別
な
位
置
を
占
め
る
。
も
と
も
と
は
サ
ハ
リ
ン
の
ナ
ヨ
ロ
村
に
住
ん
だ
ア
イ
ヌ
の
ヤ
エ
ン
ク
ル
ア
イ
ノ
一
族
が

所
有
し
て
い
た
が
、
戦
後
に
北
海
道
大
事
附
属
闇
書
館
の
所
臓
と
な
司
た
。

『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
書
』
は
全
部
で
十
三
通
か
ら
な
り
、

そ
の

う
ち
第
一
就
か
ら
第
四
披
ま
で
の
文
書
は
、
清
朝
の
営
局
者
が
サ
ハ
リ
ン
の
遊
民
に
交
付
し
た
公
文
書
で
あ
る
。
こ
れ
に
劃
し
て
第
五
競
以
下

の
文
書
は
、
江
戸
時
代
の
和
人
が
授
け
た
文
書
で
あ
っ
て
、
そ
の
う
ち
の
数
逼
は
、
前
記
の
文
書
を
調
査
し
た
最
上
徳
内
ら
が
興
え
た
書
附
け

(

日

〉

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
古
文
書
は
、
十
八
・
十
九
世
紀
の
ア
ム
ー
ル
川
下
流
と
サ
ハ
リ
ン
地
域
を
研
究
す
る
た
め
の
重
要
な
史
料
と
な
っ
て
い
る
。

(

ロ

)

リ
ダ
カ
の
名
前
が
現
わ
れ
る
の
は
、
第
一
披
文
書
で
あ
る
。
満
洲
語
で
記
さ
れ
た
こ
の
文
書
は
、

『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
書
』
の
中
核
を
な

す
も
の
で
、
早
く
か
ら
探
険
家
の
注
意
を
引
い
て
き
た
。

最
上
徳
内
が
寛
政
四
年
(
一
七
九
二
〉

に
サ
ハ
リ
ン
を
見
分
し
た
と
き
、

ヤ
エ
ン
ク

ル
ア
イ
ノ
か
ら
初
め
て
そ
れ
を
見
て
以
来
、
評
判
を
聞
い
た
関
宮
林
臓
な
ど
が
、
あ
い
つ
い
で
調
査
を
行
な
っ
て
い
る
。
第
一
一
統
文
書
は
、
サ

ハ

リ

ン

地

域

の

謹

民

を

管

轄

し

て

い

た

三

姓

副

都

統

衛

門

か

ら

、

ト

l
姓
(
ハ
ラ
〉
の
ハ
ラ
イ
ダ
、
オ
コ
ピ
オ

サ
ハ
リ
ン
南
部
に
住
む
港
民
、
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と
同
じ
く
ガ
シ
ャ
ン
ダ
、

ト
ヮ
ソ
グ
ル
デ
ン
ギ
に
あ
て
た
も
の
で
、
乾
隆
四
十
年
〈
一
七
七
五
)
三
月
二
十
日
の
日
附
が
あ
る
。

第
一
一
抗
文
書
の
主
た
る
内
容
を
構
成
す
る
の
は
、
乾
隆
四
十
年
二
月
五
日
に
下
さ
れ
た
乾
隆
一
帝
の
敷
旨
で
あ
る
。
そ
れ
を
要
約
す
る
と
、
女

の
と
お
り
で
あ
る
。

近
ご
ろ
北
京
に
き
た
へ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
の
リ
ダ
カ
が
、
癌
癒
に
感
染
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
前
に
も
同
じ
こ
と
が
起
こ
っ
て

い
る
の
で
、

ヘ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
た
ち
は
癌
癌
に
糾
問
す
る
克
疫
を
も
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
遠
方
か
ら
貢
納
品
を
持
っ
て
妻
を
要
り
に
北
京

ま
で
き
た
か
れ
ら
が
、
癒
痛
に
か
か
っ
て
亡
く
な
ア
た
こ
と
は
た
い
へ
ん
に
哀
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
遺
民
が
故
郷
か
ら
北
京
ま
で
至
る

に
は
、
道
の
り
は
と
て
も
は
る
か
な
う
え
に
、
北
京
で
は
多
が
終
わ
り
春
が
く
る
と
き
癌
擢
に
か
か
る
も
の
が
多
い
。
か
れ
ら
に
は
あ
ま

り
利
盆
が
な
い
の
で
、
い
っ
そ
季
節
の
爽
や
か
な
う
ち
に
早
め
に
来
さ
せ
て
、
速
や
か
に
措
置
し
て
送
り
返
せ
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
こ
の
こ

と
を
吉
林
将
軍
に
指
示
し
て
、
今
後
は
ヘ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
の
中
に
北
京
に
き
て
、
貢
納
品
を
献
上
し
て
妻
を
妻
り
た
い
と
い
う
も
の
が
あ



れ
ば
、
先
の
よ
う
に
か
れ
ら
の
出
震
を
遅
ら
せ
て
、
h
h
y

の
こ
ろ
に
北
京
に
迭
つ
て
は
な
ら
な
い
。
必
ず
七
・
八
・
九
月
の
爽
や
か
な
こ
ろ

に
来
さ
せ
て
、
嘗
一
該
一
の
と
こ
ろ
か
ら
速
や
か
に
定
例
に
従
っ
て
、
か
れ
ら
に
妻
を
興
え
る
措
置
を
し
て
、
故
郷
に
迭
り
返
す
よ
う
に
。
こ

の
よ
う
に
行
な
え
ば
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
利
盆
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
命
令
は
大
事
土
・
領
侍
衛
内
大
臣
・
忠
勇
公
一
隅
隆
安
な
ど
を
へ
て
、
三
月
一
日
に
吉
林
将
軍
街
門
に
到
着
し
た
。
そ
れ
か
ら
吉
林
勝
軍
街

門
は
、
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
と
サ
ハ
リ

ン
を
所
管
す
る
寧
古
塔
副
都
統
と
三
姓
副
都
統
の
南
街
門
に
劃
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
様
の
趣
旨
を
書

き
、
遺
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
三
月
十
二
日
に
そ
れ
を
受
け
と
っ
た
三
姓
副
都
統
街
門
が
、
三
月
二
十
日
附
け
で
ト
l
姓
の
オ
コ
ピ
オ
と
ト
ゥ

ソ
グ
ル
デ
ン
ギ
に
、
遺
っ
た
指
示
が
、
こ
の
文
書
で
あ
っ
、
た
。

(

日

〉

『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
に
よ
る
と
、
リ
ダ
カ
は
ア
ム
ー

ル
川
の
下
流
左
岸
に
あ
っ
た
ウ
ク
ト
ヮ
ン
村
に
居
住
す
る
漫
民
で
あ
っ
た
。

リ

ダ

カ

が

属

し

た

フ

ィ

ヤ

カ

姓

(

ハ

ラ

〉

の

組

織

は

、

フ

ィ

ヤ

カ

姓

は

、

乾

隆

後

半

港
民
組
織
の
中
で
は
例
外
的
に
大
規
模
な
集
圏
で
あ
る
。

(
M〉

に
は
線
戸
数
二
百
六
十
戸
徐
り
に
達
し
て
、
謹
民
戸
敷
金
瞳
の
一
割
強
を
占
め
て
い
た
。
分
布
の
範
圏
も
‘
き
わ
め
て
贋
く
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河

口
附
近
一
帯
を
占
め
、
今
日
で
言
え
ば

ニ
ヴ
フ
族
の
領
域
と
大
韓
重
な
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ヤ
カ
姓
は
、
ニ
ヴ
フ
族
を
構
成
す
る
諸
民
族
の
線
稽

(
お
)

ウ
ク
ト
ヲ
ン
村
に
は
こ
の
う
ち
十
九
戸
、
が
住
ん
で
い
た
。
リ
ダ
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で
あ
ろ
う
。

フ
ィ
ヤ
カ
姓
が
居
住
す
る
村
落
は
全
部
で
二
十
七
か
村
あ
る
が
、

カ
が
属
し
た
階
層
は
、
も
司
と
も
低
い
地
位
の
パ
イ
ニ
ヤ
ル
マ
で
あ
っ
た
。

リ
ダ
カ
は
北
京
に
行
く
た
め
に
、
乾
隆
三
十
九
年
の
末
に
貢
納
品
を
持
っ
て
寧
古
塔
ま
で
や
っ
て
き
た
が
、
寧
古
塔
に
到
着
し
た
正
確
な
期

日
は
、
史
料
が
依
如
し
て
い
て
不
明
で
あ
る
。
こ
の
と
き
リ
ダ
カ
に
同
行
し
て
い
た
の
は
、
二
人
の
「
従
僕
」
で
あ
っ
た
。

リ
ダ
カ
が
持
参
し
た
貢
納
品
は
、
銀
狐
皮

(ZE--可
S
L
O
E
E
)
二
枚
・
北
極
狐
皮

9
2
0
仏

Oゲ
H
V
F
)

十
八
枚
・
赤
狐
皮

(
2
4
Z
3ロ

〈

日

〉

円
四

O
E
E
)
九
枚
で
つ
く

っ
た
敷
物

一
枚
・
赤
狐
皮
二
十
七
枚
・

招
皮
三
百
四
枚
で
あ
る
。
の
ち
に
北
京
で
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
毛
皮

の
等
級
は
、
衣
の
と
お
り
で
あ
っ
た
。
銀
狐
皮
は
一
等
の
も
の
が
一
枚
と
二
等
の
も
の
が
一
枚
あ
「
た
が
、
北
極
狐
皮
と
赤
狐
皮
と
は
、
み
な

(

臼

)

三
等
に
し
か
な
ら
な
か
司
た
。
ま
た
紹
皮
は

「一
袋
詔
皮
」
官
o
w
o
m
m
wる
と

呼
ば
れ
る
も
の
で
、
品
質
は
あ
ま
り
良
く
な
か
っ
た
ら
し
い
。
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さ
て

Z
}
g
g『
同
ロ
仏
O
E
E
は
漢
文
献
に
「
元
(
玄
〉
狐
」

と
あ
る
も
の
で
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自
然
界
で
そ
れ
に
一
該
賞
す
る
種
は
黒
狐
を
お
い
て
他
に
は
な

(

四

)

ぃ
。
そ
の
中
で
も
銀
狐
は
銀
色
の
差
し
毛
を
も
っ
個
睡
で
、
そ
の
毛
皮
は
最
上
級
品
の
折
紙
が
つ
く
。
後
述
す
る
如
く
、
黒
狐
の
一
部
で
と
く

(
川
口
)

に
白
色
の
差
し
毛
を
も
つ
も
の
を
、
清
朝
は

n-E
ユ門日
o
E
E
(「
白
毛
梢
黒
狐
皮
」
)
と
呼
ん
で
匿
別
し
、

Z
E
-
-ヨ
ロ
仏
O
E
E
よ
り
も
一
ラ
ン
ク

下
に
置
い
て
い
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
慢
に

Z
E
-
-
Eロ
仏
O
E
E
を
銀
狐
、
ロ
F
W
E
L
o
E
E
を
黒
狐
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
ゲ

0
5
仏
o
z
z

(

初

)

は
漢
文
献
に
は
「
青
狐
」
と
あ
る
も
の
で
、
そ
の
毛
皮
に
は
黒
と
黄
の
毛
が
混
じ
り
、
商
品
債
値
は
黒
狐
皮
に
衣
ぐ
と
い
う
。
北
極
狐
の
う
ち

で
も
多
毛
が
白
色
に
な
ら
ず
、
褐
色
系
に
同
炭
化
す
る
個
瞳
を
指
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

2
4司ミ
g
L
o
z
z
は
漢
文
献
に
「
黄
狐
」
と
も
「
火

(

幻

)

一
般
に
い
う
赤
狐
の
こ
と
で
あ
る
。
赤
狐
の
毛
色
は
、
個
瞳
に
よ
っ
て
黄
か
ら
澄
ま
で
饗
化
す
る
と
い
わ
れ
る
。

狐
」
と
も
あ
る
も
の
で
、

前
述
し
た
よ
う
に
逸
民
が
献
上
す
る
貢
納
品
は
、
銀
狐
皮
二
枚
・
紹
皮
百
枚
・
北
極
狐
皮
九
枚
で
つ
く
?
た
敷
物
二
枚
・
赤
狐
皮
九
枚
で
つ

く
っ
た
敷
物
四
枚
・
詔
皮
十
七
枚
で
つ
く
っ
た
衣
料
十
二
枚
か
ら
な
る
こ
と
が
、
定
例
と
し
て
決
ま
っ
て
い
た
。
し
か
し
貫
際
に
行
な
わ
れ
た

例
を
見
て
み
る
と
、

銀
狐
皮
は
黒
狐
皮
二
枚
で
代
納
す
る
こ
と
も
認
め
ら
れ
、

(

幻

)

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
毛
皮
を
そ
の
枚
数
分
だ
け
納
入
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
リ
ダ
カ
が
準
備
し
た
毛
皮
は
、
定
例
と
は
一
部
相
違
し
て
い
る
が
、

さ
ら
に
北
極
狐
皮
と
赤
狐
皮
二
種
類
の
敷
物
と
紹
皮
の
衣
料
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そ
れ
は
リ
ダ
カ
が
同
じ
毛
皮
を
必
要
な
枚
敷
だ
け
代
納
し
た
か
ら
で
あ
る
。

上
京
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
浅
民
た
ち
は
、
大
韓
み
な
規
則
ど
お
り
に
毛
皮
を
献
上
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
は
例
外
も
あ
っ
て
、
毛
皮
の
一

部
を
準
備
で
き
な
か
っ
た
も
の
も
い
た
。
た
と
え
ば
薙
正
元
年
に
上
京
し
た
ハ
ル
グ
ン
氏
族
の
テ
ィ
ム
シ
ン
ガ
は
、
黒
狐
皮
三
枚
・
北
極
狐
皮

九
枚
で
つ
く
っ
た
敷
物
二
枚
・
赤
狐
皮
九
枚
で
つ
く
っ
た
敷
物
四
枚
・
紹
皮
十
七
枚
で
つ
く
っ
た
衣
料
四
枚
・
招
皮
八
十
五
枚
し
か
持
っ
て
お

定
例
か
ら
す
る
と
黒
狐
皮
一
枚
と
詔
皮
十
七
枚
で
つ
く
っ
た
衣
料
八
枚
・
詔
皮
十
五
枚
(
紹
皮
合
計
百
五
十
一
枚
)
が
不
足
し
て
い
た
。

し
か
し
戸
部
は
テ
ィ
ム
シ
ン
ガ
が
招
皮
百
枚
を
す
み
や
か
に
追
加
補
填
す
る
こ
と
を
傑
件
に
、
婦
女
を
安
ら
せ
た
い
と
上
奏
を
行
な
っ
て
い

(

お

)

(

担

)

る
。
翌
年
四
月
に
テ
ィ
ム
シ
ン
ガ
は
、
寧
古
塔
を
護
っ
て
故
郷
に
戻
る
が
、
そ
の
後
も
招
皮
を
迭
ら
な
か
ア
た
の
で
、
三
姓
か
ら
委
署
暁
騎
校

(

お

)

ダ
ハ
タ
を
涯
遁
し
て
、
紹
皮
百
枚
を
徴
牧
さ
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

ら
ず
、

ま
た
乾
隆
十
一
年
(
一
七
四
六
〉
と
同
十
五
年
に
上
京
し
た
デ
ク
ジ
ン
ゲ
と



ゴ
ク
ダ
フ
ン
は
、
黒
狐
皮
を
三
枚
し
か
持
っ
て
こ
な
か
ア
た
が
、

不
足
分
の
一
枚
に
つ
い
て
は
と
く
に
問
題
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
と
は

反
割
に
黒
狐
皮
を
一
枚
徐
計
に
、

五
枚
献
上
し
た
も
の
も
い
る
。
乾
隆
四
年
か
ら
九
年
ま
で
に
上
京
し
た
イ
ェ
シ
ケ
・
キ
ブ
サ
・
チ
て
フ
チ
ャ

ン
ガ
・
ジ
ャ
ク
テ
ィ
オ
の
四
人
で
あ
る
。
黒
狐
皮
の
正
式
な
数
量
は
四
枚
で
あ
っ
た
が
、
乾
隆
初
期
に
は
規
則
が
一
時
的
に
混
蹴
し
た
の
で
あ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
質
・
量
と
も
に
桁
外
れ
の
毛
皮
を
、
漫
民
た
ち
が
濁
立
に
準
備
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
驚
異
的
で
あ
る
。
し
か
も
か
れ
ら

の
一
部
に
は
貢
納
す
る
毛
皮
以
外
に
、
披
費
と
稿
し
て
さ
ら
に
多
数
の
毛
皮
を
用
意
し
た
も
の
ま
で
い
た
の
で
あ
る
。
な
お
謹
民
が
貢
納
し
た

(
お
〉

毛
皮
は
、
北
京
に
到
着
し
た
後
、
最
終
的
に
は
内
務
府
贋
儲
司
に
納
入
さ
れ
た
。

話
を
ふ
た
た
び
リ
ダ
カ
に
戻
そ
う
。
寧
古
塔
副
都
統
街
門
は
毛
皮
の
検
査
を
行
な
っ
て
、
定
例
ど
お
り
誤
り
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
リ

ダ
カ
ら
一
行
を
北
京
に
向
け
て
出
護
さ
せ
た
。
そ
の
こ
と
は
、
た
だ
ち
に
寧
古
塔
副
都
統
衛
門
か
ら
吉
林
将
軍
街
門
に
報
告
さ
れ
た
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
を
受
け
た
吉
林
将
軍
・
奉
恩
輔
園
公
富
椿
は
、
北
京
の
戸
部
に
劃
し
て
貢
納
品
に
誤
り
が
な
い
こ
と
、
そ
し
て
リ
ダ
カ
に
妻
を
興
え

(

幻

)

た
い
こ
と
な
ど
を
連
絡
し
て
い
る
。
、
通
常
の
慣
例
に
よ
る
と
、
上
京
す
る
遊
民
に
は
護
、
迭
の
旗
人
た
ち
を
附
け
て
、
食
料
と
牛
車
を
支
給
し
迭
り

(
お
〉

届
け
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。
寧
古
塔
副
都
統
衛
門
は
、
リ
ダ
カ
に
劃
し
て
も
同
様
の
措
置
を
と
司
た
で
あ
ろ
う
が
、
同
行
し
た
官
員
の
名
ま

で
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
一
行
は
途
中
で
吉
林
に
立
ち
寄
り
、
寧
古
塔
か
ら
来
た
も
の
は
、
こ
こ
で
吉
林
の
官
員
と
交
替
す
る
。
北
京
に
向
か

(
m
U
)
 

う
リ
ダ
カ
の
一
行
に
は
、
士
口
林
佐
領
ト
ジ
ン
タ
イ
と
と
も
に
領
催
と
兵
五
名
と
従
僕
九
人
、
そ
し
て
馬
十
六
頭
が
新
し
く
仲
間
に
加
わ
っ
た
。
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リ
ダ
カ
ら
が
北
京
に
到
着
し
た
の
は
、
乾
隆
四
十
年
の
年
始
め
と
考
え
ら
れ
る
。
戸
部
が
リ
ダ
カ
の
上
京
に
つ
い
て
上
奏
し
た
の
が
、
同
年

(
叩
山
〉

正
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
中
で
戸
部
は
吉
林
勝
軍
富
椿
の
文
書
を
引
用
し
な
が
ら
、
リ
ダ
カ
が
持
ち
こ
ん
だ
献
上
品
の
毛
皮
は
、
規

リ
ダ
カ
本
人
は
正
白
旗
の
ド
ゥ
ル
ギ
ヤ
佐
領
に
属
す
韓
騎
校
オ
ム
シ
ナ
の
養
女
を
妻
に
し
た

則
ど
お
り
だ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、

い
と
語
り
、

オ
ム
シ
ナ
も
そ
れ
を
了
解
し
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
リ
ダ
カ
と
そ
の
妻
に
劃
し
て
、
規
則
に
従
っ
て
後
遺
の
恩
賞
を
興

え
る
べ
き
こ
と
を
報
告
し
た
。

(

況

)

こ
の
上
奏
に
も
と
づ
い
て
、
乾
隆
一
帝
は
リ
ダ
カ
を
引
見
し
て
い
る
が
、

『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
橋
案
』
に
は
詳
し
い
記
述
は
残
っ
て
い
な

367 
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そ
の
任
克
や
昇
降
を
決
定
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

(
m
M
〉

が
、
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
モ
ン
ゴ
ル
王
侯
の
世
襲
や
少
放
民
族
首
長
の
任
命
な
ど
も
、
皇
帝
一
の
引
見
を
へ
て
正
式
に
決
定
さ
れ
た
。
上
京
し

し、。

一
般
に
清
の
引
見
制
度
は
、
皇
帝
が
中

・
下
級
官
僚
と
封
面
し
て
人
物
を
査
定
し
、

『

欽

定

大

清

曾

典

』

領

侍

衛

内

大

臣

が

溢

民

を

引

率

し

て

、

(

お

〉

宮
か
養
心
肢
で
と
り
行
な
う
の
が
ふ
つ
う
の
や
り
方
で
あ
っ
た
。
現
買
に
あ
っ
た
引
見
の
事
例
を
見
て
み
る
と
、
た
と
え
ば
乾
隆
十
一
年
に
上

た
遊
民
を
引
見
す
る
慣
例
も
そ
の
一
つ
で
あ

っ
て、

(
光
緒
〉
に
よ
れ
ば
、

乾
清

遇
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、

京
し
た
キ
レ
ル
姓
の
デ
ク
ジ
ン
ゲ
は
、
十
二
月
十
六
日
に
乾
清
門
侍
衛
の
ジ
ャ
ル
サ
イ
と
と
も
に
紫
禁
城
の
内
に
入
っ
た
が
、
乾
清
宮
の
中
に

〈

U
A
〉

ジ
ャ
ル
サ
イ
が
デ
ク
ジ
ン
ゲ
に
乾
隆
一帝
一
の
救
旨
を
俸
達
し
た
と
い
う
。
ま
た
同
二
十
六
年
に
キ
ジ
ン
姓
の
チ
チ
ャ

ヌ

が
北
京
に
来
た
と
き
は
、
十
月
二
十
二
日
に
チ
チ
ャ
ヌ
は
三
等
侍
衛
の
フ
ミ
シ
ャ
ン
に
伴
わ
れ
て
、
固
明
固
か
ら
闘
っ
た
ば
か
り
の
乾
隆
一
帝
に

(

お

〉

引
見
さ
れ
て
い
る
。
リ
ダ
カ
も
ま
た
、
同
様
の
手
績
き
を
へ
て
引
見
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

献
上
品
を
持
っ
て
上
京
し
た
溢
民
は
、
引
見
が
す
ん
だ
後
婚
姻
を
許
さ
れ
る
。
上
述
し
た
戸
部
の
上
奏
文
に
は
す
で
に
、
リ
ダ
カ
が
正
白
旗

-120ー

ド
ゥ
ル
ギ
ヤ
佐
領
所
属
の
韓
騎
校
オ
ム
シ
ナ
の
養
女
を
妻
に
迎
え
た
い
と
語
っ
て
、
相
手
の
オ

ム
シ

ナ
も
同
意
し
て
い
る
こ
と
が
俸
え
ら
れ
て

『
欽
定
八
旗
逼
志
』
巻
七
に
よ
る
と
、
佐
領
ド
ゥ
ル
ギ
ヤ
と
い
う
の
は
、
正
白
旗
第
四
参
領
第
二
佐
領
の
副
都
統
都
爾
嘉
の
こ
と
で
あ

る
。
都
爾
嘉
は
乾
隆
三
十
年
に
副
都
統
の
衡
を
授
け
ら
れ
た
後
、
同
三
十
八
年
に
は
正
紅
旗
蒙
古
副
都
統
、
三
十
九
年
十
二
月
か
ら
は
鎮
白
旗

(
叩
山
〉

満
洲
副
都
統
に
就
い
て
お
り
、
名
前
と
時
期
と
も
に
一
致
す
る。

戸
部
の
上
奏
文
に
よ
る
と
、
花
嫁
の
名
前
を
戸
部
に
言
上
し
た
の
は
、
リ
ダ

い
る
。

カ
自
身
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
っ

て
い
る
が
、

リ
ダ
カ
は
な
ぜ
そ
の
名
を
知
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
常
識
的
に
考
え
る
と
、
北
京
に
-
初
め
て
上
京

そ
れ
ま
で
に
オ
ム
シ
ナ
と
関
係
を
も
っ
て
い
た
は
ず
は
な
い
。
遊
民
の
妻
を
や
り
と
り
す
る
ル

l
ト
が
、
す
で
に
で
き
あ
が

し
た
リ
ダ
カ
が
、

っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
槍
案
』
に
み
え
る
質
際
の
婚
姻
の
事
例
で
は
、

い
ず
れ
も
遊
民
が
自
ら
戸
部
に
妻
に
議
定
す
る
女
性
を
申
し
出
て
、

そ
れ
で
戸
部
が
そ
の
父
に
意
志
を
確
認
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る
。
乾
隆
十
七
年
に
上
京
し
た
ブ
ル
ガ
ル
氏
族
の
イ
ラ
ク
の
場
合
は
、

(

幻

〉

正
黄
旗
第
三
参
領
第
十
八
佐
領
の
フ
ァ
チ
ェ
オ
(
法
丑
)
佐
領
下
に
腐
す
三
等
侍
衛
イ
ダ
リ
の
娘
を
名
指
し
し
た
し
、
さ
ら
に
二
十
七
年
に
北



表
2

ホ
ジ
ホ
ン
が
要
っ
た
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ

乾
隆

年
五三三二二一一
九九二六六八六
年年年年年年年

九 六八
月

月月月

EbSC EaF釦トa Eagw・ f.占.- Cgロロ q白冨a・ 55z-4 I 
ホ
ン

ホ
ン

署親駿騎甲 前鋒前護 三

サ
lレ

2校官釦 のの の F吾衛E ロ
ヌゲ
ン

の養妻 養の員
ジ

養女 女娘
ニL

の女 イ
養
女

話対EZ回警口官古ロ正 2里首正長h官正 F口。正

(時ど妄都責聖 黄書E葉聖韮事糞
佐

警報軒 領

佐領 佐領四 佐領 五 八
佐領 佐領

欽定
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典八 八八八八
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擦‘・ ._色- .. .ー

七 五四五四
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京
に
来
た
キ
レ
ル
姓
の
ゲ
グ
ジ
は
、

(
叩
山
〉

女
を
妻
に
要
請
し
て
い
る
。
た
い
て
い
の
場
合
逸
民
の
妻
は
、
禁
放
八
旗
の
旗
人
の
娘
か
ま
た
は
養
女
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
。
こ
う
し
て
婚
姻

同
じ
く
正
黄
旗
第
四
参
領
第
十
四
佐
領
の
ジ
ュ
ド
ヮ
ナ
ハ
朱
都
那
〉
佐
領
に
属
し
た
前
鋒
ク
イ
ボ

l
の
養

を
結
ん
だ
漫
民
の
夫
と
旗
人
の
妻
は
、
こ
れ
か
ら
は
ホ
ジ
ホ
ン
(
婿
)
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
(
娘
〉
の
名
で
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

婚
姻
が
認
め
ら
れ
る
と
、
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
は
恩
賞
が
輿
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
に
は
次
の
品
々
が
含
ま
れ
て
い
た
(
表
3
〉。

大
部
分
の
品
は
戸
部
と
兵
部
を
通
し
て
支
給
さ
れ
た
が
、
た
だ
馬
と
奴
僕
だ
け
は
、
銀
に
換
算
し
て
支
携
わ
れ
た
。
な
お
牛
と
す
き
さ
き

・
す

き
へ
ら
に
闘
し
て
は
、
開
途
盛
京
戸
部
が
興
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
夫
婦
に
は
瞳
部
主
催
の
歓
迎
宴
を
一
度
設
け
、

(

m
却

)

ン
ジ
ュ
イ
の
貫
家
に
は
銀
五
十
雨
を
支
給
し
た
。
リ
ダ
カ
夫
婦
も
ま
た
、
同

一
の
恩
賞
を
受
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
表
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
清
が
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
賞
し
た
恩
賞
は
、

ま
た
サ
ル
ガ

369 

サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
割
り
あ
て
ら
れ
る
も
の
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表
3 

ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
輿
え
る
岡
山
員

ガホ サ ホ
ンジ ノレ 〉、〆e 

ジホ ガ ホ
ユン ン ン
イと コノ
サ 二L

lレ イ

，馬 へ二八・女
手巾持抱

各 ら十十観性
(枚疋衣用 -と

E頁 撃、、各朝
格健鍛子鏡ス七一衣

鞍 )カ尋着 ・ ーの
各 ! の 抱 式砲

轡 ーフ白銀 ・ 、と

む
椴、十二五布花を絞子 涼帽大掛

な 子枚疋さ実 一各
カぎ と、、し 個-
し、 小紋縫た雲 着

花 子 い 涼
し との針帽雇 紬
fこ 綿 は 五 一 と

布ぎ百個鍛
木綿

ら のれ本、腰子
各 寝- σコ

具箱丞帯の 機
式 上、ニ 一 概 衣

下 奴 十 本 衣 各
新b各一隷夫束、鍛一着
と

櫛 子
着

靴 式、婦ー と の 黒
下 弓
各 銀雇椛徳絹

矢の、き廷の

足 首牛宮か苧 矢
飾 二 十 ま 掛 筒
り現個三と

皮一 着紬

勺 ひ と の 製

イさ五も木綿各襖

ヤき 十 の 一 式
リ(本裾着
ン整、ー

銀
ク・き衣着率

銀腰五と服、

組すの木綿 の →骨骨Ttz 

き裏抱

が
、
ホ
ジ
ホ
ン
よ
り
も
匪
倒
的
に
多
い
。
故
郷
に
戻
っ
て
か
ら
も
雨
者
の
待
遇
を
比
較
す
る
と
、

サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
の
方
が
一
段
高
い
。
質
質

は
ど
う
あ
れ
た
て
ま
え
と
し
て
は
、

サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
は
皇
族
の
一
員
と
い
う
考
え
方
が
存
在
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

(

必

)

と
こ
ろ
で
リ
ダ
カ
は
そ
れ
と
と
も
に
、
花
開
(
孔
雀
朝
間
)
と
藍
頂
珠
を
受
け
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。

一
般
に
清
の
官
僚
に
と
っ
て
、
冠
帽
(
帽

- 122ー

子
)
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
冠
帽
は
目
的
と
季
節
に
よ
っ
て
数
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ
の
冠
帽
に
も

頭
頂
部
に
矧
子
や
頂
珠
(
頂
子
)
を
着
け
て
、
柴
血
管
や
官
位
を
示
す
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
リ
ダ
カ
が
着
用
し
た
花
開
は
藍
簡
と
と
も
に
、
も
と

も
と
は
特
別
の
武
動
を
有
す
る
も
の
や
、
特
定
の
稿
観
・
官
職
を
も
つ
も
の
の
み
が
、
冠
帽
に
刺
す
こ
と
を
許
さ
れ
た
特
別
の
羽
で
あ
る
。
花
伺

(
4〉

は
五
ロ
間
以
上
の
官
に
授
け
る
の
に
封
し
て
、
藍
朝
刊
は
六
品
以
下
の
官
に
興
え
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
劃
し
て
頂
珠
は
官
位
に
従
っ
て

費
石
の
種
類
が
一
定
し
て
お
り
、
本
来
は
ル
ビ

l

・
珊
瑚
・
サ
フ
ァ
イ
ア
・
ラ
ピ
ス
ラ
ズ
リ

・
水
晶
な
ど
の
原
石
を
使
っ
て
い
た
が
、
の
ち
に

(

必

〉

は
色
ガ
ラ
ス
で
代
用
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
た
。
リ
ダ
カ
が
着
け
た
藍
頂
珠
と
い
う
の
は
、
三
品
か
四
ロ
聞
を
示
す
青
色
の
ガ
ラ
ス
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
よ
り
さ
き
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
ホ
ジ
ホ
ン
の
一
部
に
、
花
矧
・
頂
珠

・
座
祷

・
朝
稽
な
ど
服
制
に
関
わ
る
品
々
を
、
違
法
に
着
用
す
る

か
れ
ら
の
行
震
は
官
僚
制
度
の
基
礎
を
危
う
く
す
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、

も
の
が
出
始
め
た
。

遅
か
れ
早
か
れ
問
題
化
す
る
こ
と
と
な
司



た
。
そ
の
護
端
と
な
っ
た
の
は
、
後
述
す
る
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
事
件
に
関
連
し
て
で
あ
る
。
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
の
子
ユ
ン
ギ
ヤ
ヌ
を
裁
判
に
か
け
た

と
き
、
ユ
ン
ギ
ヤ
ヌ
が
紅
頂
珠
と
花
矧
を
着
用
し
て
い
た
の
を
怪
し
ん
だ
清
の
官
僚
た
ち
は
、
乾
隆
十
一
年
に
調
査
を
開
始
す
る
。
そ
の
こ
ろ

上
京
し
た
ビ
ル
ダ
キ
リ
氏
族
の
ヤ
ン

シ
ナ
を
調
べ
て
み
る
と
、
ヤ
ン
シ
ナ
は
北
京
で
引
見
を
受
け
た
と
き
に
、
乾
隆
帯
か
ら
花
開
を
授
け
ら
れ

た
が
、
紅
頂
珠
の
方
は
自
分
で
か
つ
て
に
使
用
し
た
と
謹
言
し
た
。
そ
の
結
果
花
開
に
闘
し
て
は
、
引
見
の
際
に
皇
帝
自
身
が
賞
賜
す
る
の
が

慣
例
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
他
方
頂
珠
と
座
祷
に
つ
い
て
は
、
事
責
関
係
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
ま
た
問
題
が
重
大
で
あ

(
川
町
〉

っ
た
の
で
、
認
め
る
と
こ
ろ
と
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
リ
ダ
カ
が
花
側
と
と
も
に
藍
頂
珠
を
受
け
た
こ
と
は
、
明
ら
か
な
事
寅
で
あ
る
の

で
、
そ
の
聞
に
清
は
ふ
た
た
び
方
針
を
同
変
更
し
て
、
後
者
に
闘
し
で
も
認
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
ホ
ジ
ホ
ン
と
そ
の
同
行
者
に
劃
し
て
は
、

上
京
し
た
日
か
ら
数
え
て

二
十
日
分
の
穀
物
・
野
菜
・
盤
・
羊
肉
な
ど
が
支
給
さ
れ
て
い

(
H
H
)
 

る
の
で
、
そ
れ
か
ら
す
る
と
ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
の
北
京
滞
在
日
数
は
、
二
十
日
前
後
を
基
準
と
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
リ
ダ
カ
は
出

(

必

)

裂
を
前
に
乾
隆
四
十
年
正
月
二
十
七
日
に
、
癌
療
に
感
染
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
う
。
献
上
品
を
持
っ
て
中
園
に
入
り
な
が
ら
、
故
郷
に
戻
る

こ

と

な

く

中

園

で

客

死

し

た

謹

民

の

例

と

し

て

は

、

表

ー

に

あ

が

っ

て

い

る

だ

け

で

も

、

乾

隆

七

年

の

フ

ィ

リ
ダ
カ
が
初
め
て
で
は
な
い
。

-123一

ヤ
カ
姓
チ
て
フ
チ
ャ
ン
ガ
と
、
三
十
二
年
の
キ
ジ
ン
姓

エ
ル
ダ
セ
の
例
が
あ
る
。
戸
部
が
二
月
二
日
に
リ
ダ
カ
の
死
を
報
告
し
た
と
こ
ろ
、
乾

隆
一
一
帝
は
謹
民
の
不
運
な
身
上
を
哀
れ
に
思
っ
て
、
三
日
後
の
二
月
五
日
に
、

ホ
ジ
ホ
ン
と
な
る
た
め
に
謹
民
が
上
京
す
る
の
は
、
爽
や
か
な
季

節
に
か
ぎ
る
と
い
う
冒
頭
で
紹
介
し
た
殺
旨
を
下
し
た
の
で
あ
る
。

『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
書
』
に
よ
る
と
、
士
口
林
将
軍
衛
門
は
寧
古
塔
副
都
統
と
三
姓
副
都
統
の
南
街
門
に
そ
れ
ぞ
れ
、
上
京
の
季
節
に
闘
す

る
指
示
を
逸
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
三
姓
副
都
統
街
門
楢
案
』
に
は
乾
隆
四
十
年
の
槍
案
が
依
落
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
確
認

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
に
劃
し
て
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
稽
案
』
乾
隆
四
十
年
三
月
四
日
の
僚
に
、
吉
林
将
軍
衛
門
か
ら
寧
古
塔
副
都

(

必

〉

偶
然
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
文
面
は

371 

統
衛
門
に
宛
て
た
問
題
の
繕
案
が
、

く
、
ま
っ
た
く
の
同
文
か
ら
な
っ
て
い
た
。

『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
文
書
』
の
第
一
競
文
書
は
、
三
姓
副
都
統
街
門
が
公
布
し
た
員
正
の
文
書
で

『
カ
ラ
フ
ト
ナ

ヨ
ロ
文
書』

と
一
字
一
句
も
異
な
る
こ
と
な
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あ
っ
た
の
で
あ
る
。
寧
古
塔
副
都
統
街
門
も
士
口
林
将
軍
の
指
示
を
受
け
て
、
管
轄
下
の
へ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
に
劃
し
て
同
一
の
指
示
を
公
布
し
た

こ
と
は
ま
ち
が
い
な
く
、
今
後
類
似
の
文
書
が
瑳
見
さ
れ
る
可
能
性
も
残
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
コ
ニ
姓
副
都
統
衛
門
橋
案
』
嘉
慶
八
年
九
月

一一
一
日
の
僚
に
よ
る
と
、
同
様
の
事
例
が
護
生
す
る
た
び
に
、
清
は

「(乾
隆
〉
四
十
年
に
下
し
た
敷
旨
」
と
言
っ
て
こ
の
法
例
を
引
用
し
て
お

(
円
引
〉

り
、
乾
隆
四
十
年
に
護
布
し
て
以
来
そ
の
内
容
を
厳
守
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

リ
ダ
カ
に
同
行
し
た
士
口
林
佐
領
ト
ジ
ン
タ
イ
の
謹
言
に
よ
る
と
、
故
郷
に
あ
る
リ
ダ
カ
の
家
で
は
、
リ
ダ
カ
の
母
と
弟
、
が
リ
ダ
カ
の
蹄
り
を

(
川
崎
)

待
っ
て
い
た
。
リ
ダ
カ
の
妻
一
行
が
北
京
を
震
っ
た
の
は
、

二
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
リ
ダ
カ
の
妻
に
従
っ
た
の
は
綿
勢
十
二
人
で
、

故
郷
か
ら
リ
ダ
カ
に
従
っ
て
き
た
従
僕
一
人
・
清
が
興
え
た
奴
隷
四
人
・
妻
の
下
女
一
人
と
、
そ
れ
に
三
姓
ま
で
見
送
る
オ
ム
シ
ナ
が
つ
け
た

従
僕
六
人
で
あ
る
。
リ
ダ
カ
に
同
行
し
て
き
た
も
う
一
人
の
従
僕
、
ハ
イ
フ
ナ
は
こ
れ
よ
り
さ
き
に
病
死
し
て
い
て
、
そ
の
遺
睦
も
故
郷
ま
で

(

必

〉

い
っ
し
ょ
に
迭
り
届
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
棺
や
奴
隷
な
ど
を
買
っ
た
後
に
手
元
に
残
っ
た
恩
賞
の
一
部
、
弓
・
矢
・
矢
筒
・
鞍
・
銀
五

(

叩

)

十
雨
・

鍛
子
三
疋

・
紬
二
十
疋
・
木
綿
入
十
疋
な
ど
も
、
す
べ
て
牛
車
に
積
み
こ
ん
だ
。
な
お
リ
ダ
カ
の
妻
ら
に
は
前
例
に
な
ら
っ
て
、
牛
車
・

(

日

)

食
料
・
通
行
許
可
謹
な
ど
が
興
え
ら
れ
た
。
途
中
エ
ヘ
ム
騨
に
お
い
て
奴
隷
ワ
ン
H

デ
の
妻
が
、
病
気
で
動
け
な
く
な
っ
た
の
で
、
リ
ダ
カ
の

-124ー

妻
た
ち
は
夫
婦
だ
け
を
残
し
て
先
を
急
い
だ
が
、

ワ
ン
H

デ
ら
も
快
癒
し
た
後
、
寧
古
塔
で

一
行
に
追
い
つ
い
た
。
こ
う
し
て
寧
古
塔
か
ら
先

(

臼

)

は
、
ふ
た
た
び
全
員
が
そ
ろ

っ
て
放
行
を
綾
け
た
。
四
月
二
十
三
日
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

リ
ダ
カ
を
謹
選
し
て
吉
林
か
ら
上
京
し
た
士
口
林
佐
領
ト
ジ
ン
タ
イ
ら
も
、
新
妻
の
一
行
に
随
行
し
て
い
司
し
ょ
に
北
京
を
出
渡
し
て
い
る
。

(
臼
〉

か
れ
ら
は
士
口
林
ま
で
同
行
し
て
、
吉
林
か
ら
寧
古
塔
ま
で
は
士
口
林
暁
騎
校
ウ
サ
ン
タ
イ
な
ど
が
守
っ
て
行
っ
た
。
さ
ら
に
寧
古
塔
か
ら
一
一
一
姓
ま

〈

臼

)

で
は
寧
古
塔
の
防
禦
へ
ン
ジ
ュ
た
ち
が
従
っ
て
、
そ
し
て
三
姓
か
ら
故
郷
ま
で
は
三
姓
の
官
員
が
随
行
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章

ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
の
再
上
京

故
郷
に
戻
っ
た
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
は
、

そ
れ
か
ら
以
後
も
破
格
の
待
遇
が
約
束
さ
れ
て
い
た
。

ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ



イ
は
、
他
の
漫
民
と
同
じ
く
毎
年
紹
皮
を
一
枚
ず
つ
貢
納
す
る
義
務
が
あ
っ
た
が
、

の
漫
民
よ
り
も
優
遇
さ
れ
て
い
た
。
ホ
ジ
ホ
ン
の
場
合
は
、

そ
の
み
か
え
り
に
受
け
取
る
ウ
リ
ン
の
内
容
は
、

一
般
の
ハ
ラ
イ
ダ
と
同
等
の
待
遇
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ

(
臼
)

ハ
ラ
イ
ダ
よ
り
も
さ
ら
に
上
位
に
置
か
れ
て
い
た
。
ウ
リ
ン
の
細
目
は
、

ふ
つ
う

イ
の
場
合
は
、

表
4
の
と
お
り
で
あ
る
。
た
だ
か
れ
ら
が
間
伐
す
る

と
、
そ
の
地
位
は
自
然
に
消
滅
し
た
ら
し
い
。
た
と
え
ば
プ
ル
ガ
ル
氏
族
の
イ
ラ
ク
に
嫁
い
だ
妻
は
、
乾
隆
五
十
八
年
に
病
気
で
亡
く
な
ア
た

(

同

)

が
、
蔑
さ
れ
た
遺
族
は
地
位
を
世
襲
で
き
ず
に
、
パ
イ
ニ
ヤ
ル
マ
の
地
位
に
格
下
げ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
槍
案
』
を
調
査
し
て
い
て
、

わ
た
し
は
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
闘
す
る
新
事
買
を
護
見
し
た
。

そ
れ
か
ら
も
た
び
た
び
北
京
に
里
揖
り
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
た
し
が
気
が
つ
い
た
事
例
だ
け
で

ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
た
ち
は
、

も
、
表
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
(
表
5
)。
薙
正
十
三
年
(
一
七
三
五
〉
に
は
、
ィ
ト
ヮ
ヒ
ヤ
ヌ
と
そ
の
妻
が
北
京
に
里
鯖
り
し
て
い
る
が
、

シ
ナ
も
ま
た
、

ホ
ジ
ホ
ン
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
買
は
こ
の
と
き
息
子
の
シ
ョ
ー

ホ
ジ
ホ
ン
に
な
る
た
め
に
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
に
同
道
し
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
シ
ョ

l
シ
ナ
自
身
も
、
乾
隆
七
年
(
一
七
回
二
〉
と
十

イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
は
そ
れ
よ
り
六
年
前
の
薙
正
七
年
に
、

-125ー

表
ー
に
よ
る
と
、

イ
ェ
シ
ケ
は
同
四
年
に
ホ
ジ
ホ
ン
と
な
っ
て
い
た
。

二
年
の
二
度
、

妻
と
と
も
に
北
京
に
再
上
京
し
て
い
る
。
さ
ら
に
乾
隆
十
四
年
に
は
イ

ェ
シ
ケ
と
そ
の
萎
が
北
京
ま
で
来
て
い
る
が
、
同
様
に

ま
た
乾
隆
十
三
年
に
は
キ
ジ
ン
姓
の
ホ
ジ
ホ
ン
に
嫁
い
だ
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
が
、
畢
猫
で

北
京
に
里
諦
り
し
て
い

る
が
、

ド
l
ウ
ン
村
に
居
住
す
る
ホ
ジ
ホ
ン
と
は
、

ド
ゥ
ワ
ン
セ
の
こ
と
に
ち
が
い
な
い
。
ド
ヮ
ワ
ン
セ
は
薙
正
十
二

表
4 

逸
民
に
支
給
す
る
ウ
リ
ン
(
潅
正
十
二
年
嘗
時
)
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束

一
個

疋

四
丈
五
尺

二
尺
五
寸

三 二丈丈
三三一 0一一六 三 八六
束針 枚 本 個 個 雨 尺 疋尺

寸

八四
個 銭イ固

四
丈
五
尺

二
尺
五
寸

六
尺

七
疋

二
丈

三
尺
一
寸

一
丈二

六
雨

一
個

一
個

三
O
本

一
枚

三
針

三
束

八四
個 銭

(
典
接
)

『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
橋
案
』
第
二
九
加
、
務
正
一
二
年
正
月
一
一
六
日
の
候
。

糸もチ

個個

四
丈

二
尺
五
寸

六
尺

七
疋

二
丈三 二丈

三三一 O 一一六
束針枚本個個雨

八 四
個銭

二
尺
五
寸

六
尺

八
疋

二
丈

四
三 二丈

三三一 O 一一六
束針枚本個個雨

八六
個銭
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年
に
ホ
ジ
ホ
ン
と
な
っ
た
が
、
こ
の
と
き
に
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
残
る
チ
ル
バ
ヌ
・
ク
リ
・
ミ
ヨ

l
テ
ィ
ン
の
三
人
は

表
ー
に
は
見
え
な
い
が
、

ホ
ジ
ホ
ン
で
あ
る
こ
と
は
う
た
が
い
な
い
。
な
お
チ
ル
バ
ヌ
自
身
は
早
く
に
亡
く
な
っ
て
い
た
と
み
え
て
、

妻
だ
け
で
里
開
り
を
し
て
い
る
。

表

5
に
闘
す
る
か
ぎ
り
、
再
上
京
し
た
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
は
七
人
な
い
し
八
人
で
、
そ
の
う
ち
チ
ル
バ
ヌ
の
妻
は
三
な
い
し
四

表
5 

再
上
京
し
た
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ

375 
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ン年 病夫行 ホ三
とに 波婦〈 ン年
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註
①
年
月
は
、
寧
古
塔
に
到
着
し
た
と
き
。

②
(
献
〉
は
献
上
し
た
毛
皮
を
、
(
飯
)
は
放
費
と
し
て
持
参
し
た
毛
皮
を
表
わ
す
。

③
寧
は
『
窓
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
を
指
す
。
寧
の
後
の
数
字
は
楢
加
の
通
し
番
鋭
を
、
ま
た
潅
は
潅
正
、
乾
は
乾
隆
、
嘉
は
嘉
慶
の
略
で
、
そ

れ
以
下
の
数
字
は
順
に
年
、
月
、
日
を
表
わ
す
。
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度
北
京
に
行
っ
て
い
る
。

シ
ヨ

l
シ
ナ
と
そ
の
妻
、

お
よ
び
ク
リ
と
そ
の
妻
は
と
も
に
二
回
、
他
の
人
び
と
は
み
な
一
回
で
あ
る
。

か
れ
ら
は

そ
の
前
に
ホ
ジ
ホ
ン
に
な
る
た
め
北
京
に
入
っ
て
い
る
の
で
、
上
京
の
回
数
は
そ
れ
ぞ
れ
さ
ら
に
一
回
ず
つ
増
え
る
こ
と
に
な
る
。
ホ
ジ
ホ
ン

た
ち
の
行
動
力
に
は
驚
く
ほ
か
な
い
が
、
そ
れ
に
も
ま
し
て
目
を
見
張
ら
さ
れ
る
の
は
、
か
れ
ら
が
献
上
し
た
莫
大
な
量
の
毛
皮
で
あ
る
。

か
れ
ら
が
献
上
し
た
品
の
中
に

は
、
必
ず
黒
狐
皮
と
詔
皮
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
黒
狐
皮
の
場
合
は
多
い
も
の
で
四
枚
、
少
な
い
も
の
は
二
枚
で
あ
る
が
、
二
枚
と
三
枚
が
多

ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
は
再
上
京
す
る
と
き
に
も
、

一
定
の
毛
皮
を
献
上
す
る
義
務
が
あ
っ
た
。

一
方
詔
皮
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
物
が
百
枚
貢
納
し
て
お
り
、
五
十
枚
を
納
め
た
も
の
は
二
名
に
す
ぎ
な
い
。
し
た

が
っ
て
黒
狐
皮
は
こ
な
い
し
三
枚
、
紹
皮
は
百
枚
と
い
う
の
が
、
一
躍
の
基
準
で
は
な
か
ア
た
か
と
考
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
ホ
ジ
ホ
ン
に
な

い
よ
う
で
あ
る
。

る
た
め
に
一
度
上
京
し
て
、

そ
れ
か
ら
数
年
後
に
ふ
た
た
び
、
こ
れ
だ
け
大
量
の
毛
皮
を
蓄
積
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

(
町
出
)

か
れ
ら
が
貢
納
す
る
毛
皮
は
、
内
務
府
、
が
牧
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
毛
皮
を
購
入
す
る
債
格
は
、
始
め
は
一
定
し
て
い
な
か

(

回

〉

っ
た
が
、
薙
正
七
年
に
チ
ル
バ
ヌ
の
妻
が
上
京
し
た
と
き
に
、
毛
皮
の
等
級
に
麿
じ
て
買
い
取
る
こ
と
が
正
式
に
決
ま
っ
た
。
こ
の
と
き
チ
ル

パ
ヌ
の
妻
が
献
上
し
た
の
は
、
黒
狐
皮
二
枚
と
招
皮
五
十
枚
で
あ
っ
た
が
、
製
造
庫
(
工
部
〉
に
お
い
て
毛
皮
の
品
質
を
調
べ
て
、
黒
狐
皮
は

一
等
と
し
て
一
枚
に
つ
き
銀
二
十
南
を
支
給
し
て
、
紹
皮
は
三
等
と
み
な
し
て
一
枚
銀
三
雨
と
し
、
そ
れ
を
木
綿
五
疋
に
換
算
す
る
こ
と
に
な

-129一

っ
た
。
そ
れ
か
ら
務
正
十
二
年
に
チ
ル
バ
ヌ
の
妻
が
、
ふ
た
た
び
毛
皮
を
貢
納
し
た
と
き
に
は
、
薙
正
一
帝
が
じ
き
じ
き
に
黒
狐
皮
の
評
債
債
格

を
上
げ
る
よ
う
に
命
じ
て
、
一
等
の
黒
狐
皮
は
一
枚
に
つ
き
銀
五
十
雨
、
二
等
の
も
の
は
四
十
雨
を
興
え
る
こ
と
に
し
た
。
さ
ら
に
乾
隆
四
年

に
チ
ル
バ
ヌ
の
妻
が
み
た
び
上
京
し
た
際
に
は
、
三
等
の
黒
狐
皮
を
銀
三
十
雨
で
購
入
す
る
こ
と
を
新
た
に
追
加
し
て
、
以
後
こ
れ
が
定
例
化

す
る
。
た
と
え
ば
乾
隆
十
一
年
に
上
京
し
た
フ
ィ
ヤ
カ
姓
の
ミ
ヨ

l
テ
ィ
ン
と
そ
の
妻
は
、
二
等
の
黒
狐
皮
二
枚
と
三
等
の
黒
狐
皮
一
枚
、
そ

(
印
)

れ
に
三
等
の
紹
皮
百
枚
を
献
上
し
た
の
で
、
定
例
に
従
っ
て
銀
百
十
商
と
木
綿
五
百
疋
を
興
え
て
い
る
。

上
京
に
際
し
て
ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
が
持
参
し
た
の
は
、
献
上
用
の
毛
皮
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ホ
ジ
ホ
ン
の
多
く
は
そ
れ
と
は
別
に
道
中
の
旗

377 

費
と
稽
し
て
、

大
量
の
毛
皮
を
持
ち
こ
ん
で
い
る
。

か
れ
ら
が
紹
皮
を
数
十
枚
か
ら
百
枚
程
度
持
参
す
る
の
は
ふ
つ
う
で
あ
っ
て
、

三
百
枚
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(
乾
隆
十
二
年
〉
と
か
五
百
枚
(
乾
隆
七
年
〉
と
か
を
持
ち
こ
ん
だ
シ
ョ
l
シ
ナ
の
よ
う
な
例
も
あ
る
し
、

六
百
枚
を
持
参
し
た
ク
リ
の
例
(
乾

隆
七
年
〉
も
あ
る
。

特
殊
な
毛
皮
と
し
て
は
、
赤
狐
皮
を
十
枚
か
ら
二
十
枚
ま
で
の
数
量
で
、

持
参
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
興
味
深
い
の
は
、
で
あ
る
。
乾
隆
十
二
年
に
シ
ョ
l
シ
ナ
は
、

イ
ト
ヮ
ヒ
ヤ
ヌ
・
シ
ョ
l
シ
ナ
父
子
と
ク
リ
が

門
日
戸
口

m
m口
HF

円
目
白
ロ
∞
ぬ
口
H
-

を
三
百
枚
持
っ
て
放
行

し
て
い
る
が、

円山由ロ

mmpHF

と
い
う
皐
語
は
ど
の
満
洲
語
文
語
僻
典
に
も
牧
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
満
洲
語
に
は
本
来
存
在
し
な
か
?
た
と
考
え

お
そ
ら
く
は
鄭
接
す
る
住
民
の
言
語
か
ら
借
用
し
た
軍
語
な
の
で
あ
ろ
う
。
サ
ハ
リ
ン
の
北
部
に
居
住
す
る
ウ
イ
ル
タ
語
に
は
、

(ω
〉

(

N

叫〉

仏

2
4
m
R
-
と
い
う
車
語
が
あ
り
、
同
じ
く
サ
ハ
リ
ン
に
い
る
ニ
ヴ
フ
語
に
も
ま
た
、
岳
宅
ユ
な
る
皐
語
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
満

ら
れ
る
。

洲
語
岳
ロ
的
関
口
口
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
に
あ
ご
ひ
げ
あ
ざ
ら
し
を
指
す
と
い
う
。
他
方
『
ト
内
ソ
ン
グ
ス
日
浦
洲
諸
語
比
較
僻
典
』

に
も

h
u
d
u

の
項
目
が
あ
っ
て
、

ト
ゥ
ン
グ
ス
諸
語
の
語
形
を
並
記
し
て
お
り
、
上
記
の
車
語
に
一
該
嘗
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
が
、
た
だ

(臼〉

同
辞
典
で
は
そ
の
意
味
を
と
ど
と
解
し
て
い
る
。
詳
細
は
今
後
の
研
究
に
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
稿
に
お
い
て
は

一
慮
、
あ
ご
ひ
げ
あ
ざ

(臼〉

ら
し
と
し
て
お
く
。

費
や
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
準
備
し
た
放
費
の
大
部
分
は
、
中
園
の
物
資
を
購
入
す
る
た
め
や
、

か
れ
ら
を
世
話
す
る
中
園
人
た
ち
に
心

-130ー

一
般
に
北
京
へ
の
往
来
の
道
中
で
は
、
清
が
援
助
を
興
え
る
の
で
、

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
が
こ
れ
だ
け
の
毛
皮
を
全
部
放
費
に

附
け
と
し
て
使
用
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

な
お
北
京
ま
で
里
蹄
り
す
る
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
に
劃
し
て
、
往
復
の
道
中
に
護
衛
の
官
と
兵
を
附
け
て
、
牛
車
・
馬
・
食
料
を

支
給
し
た
こ
と
は
、

ホ
ジ
ホ
ン
に
な
る
た
め
に
上
京
し
た
と
き
と
同
じ
で
あ
る
。
た
と
え
ば
乾
隆
七
年
に
北
京
に
向
か
っ
た
ウ
ジ
ャ
ラ
氏
族
の

ク
リ
と
そ
の
妻
は
、
従
僕
三
人
を
道
連
れ
に
伴
っ
て
い
た
他
、
献
上
用
の
黒
狐
皮
四
枚
と
詔
皮
百
枚
、
さ
ら
に
放
費
と
し
て
招
皮
六
百
枚
を
持

参
し
て
い
た
が
、
寧
古
塔
副
都
統
チ
ャ
ン
シ
ェ
ン
は
定
例
に
従
っ
て
、
騨
の
牛
車
一
蓋
・
馬
一
頭
を
支
給
し
て
、
委
署
暁
騎
校
ア
ス
ハ
と
領
催

(

臼

〉

(

叫

山

〉

・
兵
四
人
に
か
れ
ら
を
護
迭
さ
せ
た
。
グ
リ
は
そ
の
他
に
食
料
も
要
求
し
て
い
る
が
、
同
様
に
そ
れ
も
認
め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
ミ
ヨ
l
テ
ィ
ン
夫
妻
、
が
再
上
京
し
た
と
き
に
は
、

(

侃

〉

は
北
京
に
到
着
し
た
後
の
十
月
二
十
四
日
に
と
も
に
病
死
を
し
て
い
る
。
そ
こ
で
清
は
本
来
な
ら
ば
ミ
ヨ
l
テ
ィ

γ
夫
妻
に
輿
え
る
は
ず
の
銀

な
お
乾
隆
十
一
年
(
一
七
四
六
)

妻
は
行
く
途
中
の
山
海
闘
で
八
月
二
十
二
日
に
、

夫



と
木
綿
を
、
同
行
し
て
き
た
兄
の
ガ
ル
ン
ガ
に
渡
し
て
、
故
郷
の
ハ
ス
ル
ギ
村
に
あ
る
ミ
ヨ

l
テ
ィ
ン
の
家
ま
で
迭
っ
て
い
か
せ
た
。
途
中
吉

林
・
寧
古
塔
・
三
姓
と
経
由
し
て
、
最
後
は
一
一
一
姓
の
正
白
旗
ギ
ル
ヒ
オ
佐
領
の
委
署
臨
騎
校
イ
ェ
ン
ゲ
が
ハ
ス
ル
ギ
村
ま
で
護
迭
し
て
い
る
。

〈
門
別
)

故
郷
に
は
ミ
ヨ

l
テ
ィ
ン
の
も
う
ひ
と
り
の
妻
と
男
の
子
が
、
信
仰
り
を
待
っ
て
い
た
と
い
う
。

さ
て
生
命
の
危
険
と
多
大
な
苦
難
を
か
さ
ね
な
が
ら
、

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
は
な
ぜ
何
回
も
北
京
に
政
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。

か
れ
ら
の
心
を
つ
き
動
か
し
た
理
由
の
一
つ
は
、
人
間
と
し
て
の
自
然
な
感
情
で
あ
ろ
う
。
地
の
果
て
に
も
均
し
い
漫
境
に
嫁
い
だ
サ

ル
ガ
ン
ジ

ュ
イ
に
と
っ
て
、
北
京
は
懐
か
し
い
故
郷
で
あ
り
、
そ
の
故
郷
に
里
締
り
を
し
て
家
族
に
曾
い
た
い
と
い
う
気
持
は
、

だ
れ
に
も
理

解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
ホ
ジ
ホ

γ
に
し
て
み
れ
ば
、

一
度
見
た
大
都
舎
の
華
や
か
な
印
象
は
、

い
つ
ま
で
も
忘
れ
が
た
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
よ
り
も
本
質
的
な
動
機
は
、
経
済
的
な
欲
求
で
あ
っ
た
。

か
れ
ら
が
大
量
の
毛
皮
を
持
参
し
た
こ
と
が
、
そ
の
す
べ
て
を

物
語
っ
て
い
る
。

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
中
園
の
物
品
を
獲
得
す
る
こ
と
が
ね
ら
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
献
上
し
た
毛
皮
の
み
か

を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
中
闘
の
製
品
は
、

ホ
ジ
ホ
ン
の
家
族
が
自
ら
消
費
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
周
漣
の
人
び
と
に

-131ー

え
り
に
清
か
ら
支
給
さ
れ
る
銀
の
他
に
も
、
故
郷
か
ら
持
ち
こ
ん
だ
放
費
の
毛
皮
を
民
聞
の
市
場
で
買
却
す
れ
ば
、
自
ら
が
望
む
中
園
の
品
々

轄
賀
す
れ
ば
、

さ
ら
に
大
き
な
利
盆
を
生
む
こ
と
に
な
る
。

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
は
物
々
交
換
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
想
像
を
越
え

る
大
き
な
経
済
力
を
も

っ
た
の
で
あ
る
。

第
三
章

ホ
ジ
ホ
ン
と
北
方
交
易

本
章
に
お
い
て
は
、

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
の
出
現
を
可
能
に
し
た
理
由
を
、
清
に
よ
る
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
統
治
瞳
制
と
関
連
さ
せ
な
が
ら
考
え

る
こ
と
に
す
る
。
清
朝
が
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
遺
民
に
射
し
て
課
し
た
義
務
は
、
毎
年
一
戸
に
つ
き
紹
皮
一
枚
ず
つ
を
貢
納
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
大
多
数
の
漫
民
は
寧
古
塔
(
の
ち
に
は
三
姓
〉
ま
で
貢
納
に
出
か
け
た
の
で
あ
る
が
、
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に
居
住
す
る
一
部
の
逸
民
に
つ
い
て
は
、

貢
納
の
地
貼
を
指
定
し
て
、

ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
附
近
と
左
岸
地
域
・
沿
海
地
方

毎
年
寧
古
塔
と
三
姓
か
ら
旗
人
を
涯
遣
し
、

招
皮
の
徴
牧
を
行
な
っ
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ハ回〉
た
。
一
般
に
こ
れ
ら
の
進
貢
地
貼
は
、
政
治
的
か
つ
軍
事
的
な
観
貼
か
ら
周
到
に
計
重
さ
れ
て
い
た
。

ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
附
近
に
設
置
さ
れ
た
進
貢
地
離
で
も
っ
と
も
古
い
の
は
、

案
』
務
正
十
二
年
八
月
十
九
日
の
僚
に
よ
る
と
、

デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
村
で
あ
る
。

『
寧
古
塔
副
都
統
衛
門
橋

サ
ハ
リ
ン
(
海
島
〉
に
伎
む
テ
メ
イ
ェ
ン
・
カ
ダ
イ
ェ
・
デ
ィ
ヤ
ン
チ
ャ
ン
・
ワ
ル
ル
・
チ

ョ
リ

ル
・
ド
ボ
ノ
ン
ゴ
・

シ
ュ
ル
ン
グ
ル

・
プ
ニ
ヤ
フ
ン
・
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
な
ど
の
氏
族
(
姓
〉
は
、

ア
ム
ー
ル
川
の
沿
岸
に
あ
っ
た
デ
ィ
ヤ
ン

ホ
ン
コ
ま
で
貢
納
し
て
い
た
と
い
う
。

〈

印

〉

と
み
ら
れ
る
。
さ
て
清
の
勢
力
が
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
か
ら
サ

ハ
リ
ン
地
域
に
、
浸
透
し
た
の
は
、
ネ
ル
チ
ン
ス

ク
篠
約
を
締
結
し
た
翌
年
の
康

照
二
十
九
年
(
一
六
九
O
〉
ご
ろ
と
考
え
ら
れ
る
。
嬢
藍
旗
蒙
古
都
統
パ
ハ
イ
ら
は
、
こ
の
年
に
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
を
初
め
て
本
格
的

(

叩

)

に
調
査
し
た
が
、
そ
れ
と
並
行
し
て
吉
林
副
都
統
バ
ル
ダ
は
一
隊
を
率
い
て
、
河
口
附
近
か
ら
サ
ハ
リ
ン
北
部
を
調
査
し
、
住
民
五
十
三
戸

(

九

〉

を
漫
民
に
組
織
し
た
。
さ
ら
に
同
五
十
年
に
は
待
衛
班
領
サ
ル
チ
ャ
ン
ら
が
ふ
た
た
び
サ
ハ
リ
ン
の
調
査
を
行
な
っ
て
、
翌
年
に
は
住
民
八
十

〈

冗

)

六
戸
が
初
め
て
朝
貢
を
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
港
民
が
生
活
す
る
地
域
は
、
寧
古
塔
か
ら
の
匝
離
が
徐
り
に
遠
か
っ
た
の
で
、
寧
古
塔
副
都
統

デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
村
と
い
う
の
は
、

か
つ
て
奴
見
干
都
司
が
置
か
れ
た
テ
イ
ル
の
丘
附
近
に
あ
っ
た

は
寧
古
塔
の
代
わ
り
に
デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
を
貢
納
の
地
黙
に
指
定
し
た
が
、
そ
の
歴
史
が
示
す
と
お
り
デ
ィ
ヤ

ン
ホ
ン
コ
村
は
、

河
口
附
近
と
サ

ハ
リ
ン
に
に
ら
み
を
き
か
す
に
は
格
好
の
位
置
に
あ
っ
た
。
デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
を
進
貢
地
黙
に
決
定
し
た
時
期
は
、
遺
民
の
組

ア
ム
ー
ル
川

。んqo 
T
ム

織
が
で
き
て
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

(

乃

)

そ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
寧
古
塔
副
都
統
は
貢
納
の
場
所
を
、
デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
か
ら
上
流
の
。
フ
ル
に
移
し
て
い
る
。

『
寧
古
塔
副
都
統
街

門
橋
案
』
乾
隆
十
九
年
正
月
二
十
四
日
の
僚
に
よ
る
と
、

サ
ハ
リ
ン
に
居
住
す
る
ク
イ
ェ
・
オ
ロ
ン
チ
ョ
ン
・
カ
ダ
イ
ェ
・
ワ
ル
ル
・
チ
ョ
リ

ル
・
ド
ボ
ノ
ン
ゴ
・
チ
ュ
ウ
ェ
ニ
・
プ
ニ
ヤ
フ
ン
・
シ
ュ
ル
ン
グ
ル
な
ど
九
氏
族
五
百
戸
は
、
プ
ル
に
貢
納
し
て
い
る
と
い
う
。
プ
ル
と
い
う

村
落
は
、

ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
を
遡
る
と
い
く
ら
か
遠
く
な
る
が
、
ト
ィ
ミ
川
を
通

っ
て
ア
ム
ー
ル
川
に
出
る
と
、

〈

九

〉

ほ
ど
遠
く
は
な
い
。
た
だ
な
ぜ
プ
ル
に
襲
更
し
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。

サ
ハ
リ
ン
か
ら
で
も
そ
れ

績
い
て
設
け
ら
れ
た
準
貢
の
地
黙
は
、

キ
ジ
湖
近
く
の
キ
ジ
村
で
あ
っ
た
。
清
は
薙
正
十
一
年
以
降
に
サ
ハ
リ
ン
南
部
の
六
姓
百
四
十
六
戸
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地園貢納地黙とホジホンの出身地

A 貢納地貼

Oホジホンの出身地

-133ー

q 
o 



382 

(

布

)

を
遊
民
に
組
織
し
た
が
、
こ
れ
ら
の
漫
民
は
三
姓
副
都
統
が
所
管
し
て
、
キ
ジ
村
に
お
い
て
招
皮
を
徴
牧
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
キ
ジ
湖
と
キ

ジ
村
に
は
、
サ
ハ
リ
ン
か
ら
ア
ム

ー
ル
流
域
に
入
る
交
通
路
の
一
つ
が
通
じ
て
い
て
、
サ
ハ
リ
ン
南
部
の
住
民
を
統
制
す
る
の
に
つ
ご
う
が
よ

か
っ
た
。

そ
の
他
に
寧
古
塔
副
都
統
は
、

キ
レ
ル
の
も
と
に
も
早
く
か
ら
官
員
を
波
遣
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
乾
隆
三
年
に
は
鎮
白
旗
佐
領
ヤ
ル
タ
イ

(
町
内
)

ヘ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
と
キ
レ
ル
か
ら
詔
皮
三
百
七
十
枚
を
徴
放
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
文
献
に
現
わ
れ

と
筆
帖
式
パ
ル
ス
な
ど
を
涯
遣
し
て
、

一
般
に
ア
ム
ー
ル
左
岸
の
少
数
民
族
を
指
す
こ
と
が
多
い
。
ゴ
リ
ン
川
は
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
地
域
と
ア
ム
ー
ル
川
水
系
を
つ
な

ぐ
動
脈
で
あ
っ
て
、
内
陸
部
や
ア
ム
グ
ン
川
の
上
流
方
面
と
も
、
比
較
的
簡
軍
に
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
交
通
の
要
衝
で
あ
っ

(

π

)

 

た
ゴ
リ
ン
川
の
河
口
附
近
に
、
遊
民
の
進
貢
地
黙
を
設
け
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

そ
れ
か
ら
沿
海
地
方
の
東
部
に
居
住
し
た
キ
ヤ
カ
ラ
・
パ
ン
ジ
ル
ガ
ン
の
二
氏
族
四
十
五
戸
が
、
康
照
五
十
二
年
に
清
に
従
属
し
た
が
、
五

る
キ
レ
ル
は
、

十
七
年
ご
ろ
か
ら
寧
古
塔
副
都
統
は
こ
れ
ら
の
港
民
に
劃
し
て
、
ウ
ス
リ
川
東
岸
の
支
流
ニ
マ
ン
川
河
口
に
お
い
て
、
隔
年
に
一
度
二
年
分
の

(

河

)

詔
皮
を
ま
と
め
て
徴
牧
し
て
い
る
。
こ
の
ニ
マ
ン
も
ま
た
、
沿
海
地
方
と
ウ
ス
リ
川
と
を
つ
な
ぐ
要
衝
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
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法
民
の
貢
納
地
貼
に
指
定
さ
れ
た
デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
・
プ
ル
・
キ
ジ
・
ゴ
リ
ン
川
河
口
・
ニ
マ
ン
は
、
共
通
し
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

L 

ず
れ
も
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
て
お
り
、
そ
こ
を
援
貼
に
遠
隔
の
地
域
を
統
制
す
る
に
は
絶
好
の
立
地
篠
件
を
備
え
て
い
た
。
同
時
に
こ
れ
ら

の
地
貼
は
、
寧
古
塔
と
三
姓
の
旗
人
が
通
う
の
に
つ
ご
う
が
よ
い
ば
か
り
で
な
く
、
港
民
が
各
地
か
ら
集
ま
る
に
も
便
利
が
よ
か
っ
た
。
そ
し

て
こ
う
し
た
人
の
動
き
に
と
も
な
っ
て
様
々
な
毛
皮
が
大
量
に
流
入
し
た
の
で
あ
る
。

清
が
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
地
域
に
涯
遺
し
た
船
圏
は
、
大
盟
十
数
人
か
ら
五
十
人
ま
で
の
人
員
か
ら
な
っ
て
い
た
。
た
と
え
ば
。
フ
ル
に
出
か

(
乃
〉

け
た
船
園
は
、
佐
領
ま
た
は
防
御
一
人
・
筆
帖
式
一
人
・
兵
四
十
人
で
構
成
す
る
の
が
、
標
準
の
規
模
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
が
果
た
す
べ
き
職

た
。
し
か
し
現
寅
に
は
し
ば
し
ば
職
務
の
範
囲
を
逸
脱
し
て
、

み
か
え
り
に
ウ
リ
ン
の
品
々
を
賞
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
私
的
な
営
利
行
魚
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ

連
民
と
の
聞
に
不
法
な
交
易
を
行
な
っ
て
い
る
。

と
い
う
の
も
そ
も
そ
も
清

務
は
、
法
民
か
ら
詔
皮
を
徴
牧
し
て
、



(
m
w〉

は
、
民
間
人
が
三
姓
よ
り
下
流
の
地
域
に
侵
入
す
る
こ
と
を
巌
し
く
禁
止
し
て
い
た
の
で
、
年
に
一
度
寧
古
塔
と
三
姓
か
ら
旗
人
た
ち
が
、

ア

ム
1
ル
川
を
下
っ
て
や
っ
て
く
る
機
舎
は
、
附
近
の
住
民
に
と
っ
て
中
園
人
や
中
園
の
製
品
と
接
輝
で
き
る
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
チ
ャ
ン
ス
で

あ
っ
た
。
そ
の
と
き
を
待
ち
か
ね
て
、
近
郷
近
在
か
ら
多
数
の
住
民
が
、
約
束
の
場
所
に
集
ま
っ
て
き
て
、
大
規
模
な
物
々
交
換
を
行
な
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
清
の
旗
人
と
謹
民
の
閲
ば
か
り
で
な
く
、

な
交
易
の
も
ょ
う
は
、
開
宮
林
蔵
の
『
東
轄
地
方
紀
行
』
に
生
き
生
き
と
猫
か
れ
て
い
る
。
住
民
た
ち
は
毛
皮
・
に
か
わ
・
鳥
の
羽
な
ど
を
市

一
般
の
住
民
ど
う
し
で
も
取
引
が
活
設
に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
私
的

場
に
持
ち
こ
ん
だ
が
、
こ
の
中
で
は
毛
皮
が
も
っ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。

〈
引
叫
)

類
・
日
用
品
な
ど
を
買
い
求
め
た
。

か
れ
ら
は
こ
れ
ら
の
商
品
と
の
変
換
に
、

中
園
の
製
品
と
く
に
衣

こ
の
結
果
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
地
域
で
は
経
済
活
動
が
盛
ん
と
な
っ
て
、
人
の
流
れ
が
加
速
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
大
き
な
物
流
の
う
ね

り
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
ア
ム
ー
ル
川
の
下
流
地
域
と
周
迭
の
地
域
と
の
聞
に
は
、
交
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
成
立
し
た
。

(

回

)

有
名
な
山
丹
交
易
も
、
こ
う
し
た
ネ
ず
ト
ワ

l
ク
の
一
つ
で
あ
る
。
上
述
し
た
黒
狐
皮
・
北
極
狐
皮
・
赤
狐
皮
・
あ
ご
ひ
げ
あ
ざ
ら
し
皮
な
ど

t土

い
ず
れ
も
シ
ベ
リ
ア
や
オ
ホ
ー
ツ
ク
沿
岸
な
ど
の
遠
方
か
ら
運
ん
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
同
様
に
紹
皮
も
ま
た
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
に
か
ぎ

-135-

ら
ず
、

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
は
こ
う
し
た
交
易
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
た
く
み
に
利
用
し

て
、
毛
皮
を
集
中
的
に
買
い
集
め
る
の
に
成
功
し
た
人
び
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
論
ず
る
如
く
ホ
ジ
ホ
ン
の
出
身
地
が
プ
ル
・

キ
ジ
・
ゴ
リ
ン
川
沿
岸
に
集
中
す
る
の
は
、
こ
の
推
測
を
裏
附
け
る
も
の
で
あ
る
。

サ
ハ
リ
ン
そ
の
他
各
地
で
生
産
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
ホ
ジ
ホ
ン
の
出
身
地
を
調
べ
て
み
る
と
、

ほ
と
ん
ど
の
場
合
が
遁
民
の
準
貢
地
貼
に
近
接
し
て
い
る
。
ま
ず
下
流
の
方
か
ら
見
て
い

フ
ィ
ヤ
カ
姓
の
ホ
ジ
ホ
ン
五
人
が
出
た
村
は
、
全
部
で
四
つ
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
ウ
ク
ト
ゥ
ン
・
コ
イ
マ
ン
・
モ
ン
ゴ
ロ
の
三
村
は
、

ノ¥、
y
』、

ウ
ド
ィ
リ
湖
か
ら
流
れ
出
た
川
が
ア
ム
ー
ル
川
に
流
入
す
る
附
近
の
沿
岸
に
位
置
し
て
、

あ
た
る
。
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
地
域
に
は
ウ
ド
ィ
リ
湖
・
ピ
チ
川
・
ピ
リ
ダ
川
を
経
由
し
て
容
易
に
入
れ
る
し
、
さ
ら
に
ト
ィ
ミ
川
を
遡
れ
ば
海

岸
地
方
に
も
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ハ
ス
ル
ギ
村
は
、
ア
ム
グ
ン
川
の
河
口
附
近
に
あ
司
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、
ホ

ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
と
キ
ジ
湖
の
ち
ょ
う
ど
中
聞
に
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ジ
ホ
ン
た
ち
の
村
落
は
、
清
朝
が
貢
納
地
貼
に
指
定
し
た
デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
と
プ
ル
村
と
は
、

ほ
ん
の
至
近
距
離
で
あ
っ
た
。

キ
ジ
ン
姓
の
ホ
ジ
ホ
ン
三
人
が
居
住
し
た
村
落
の
う
ち
、

ド
ク
ガ
ジ
ン
村
は
も
っ
と
も
下
流
で
、

モ
ン
ゴ
ロ
村
の
少
し
上
流
に
位
置
し
て
い

た
。
そ
れ
に
劃
し
て
ド
ゥ
ワ
ン
村
は
、

そ
れ
よ
り
上
流
の
ド
ゥ
ワ
ニ
川
タ
ル
ガ
附
近
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
ド

l
ウ
ン
村
は
キ
ジ
湖

(

出

〉

に
注
ぐ
ド

l
ワ
ン
川
の
沿
岸
に
存
在
し
た
村
落
と
考
え
ら
れ
る
。
次
に
ハ
ル
グ
ン
氏
族
の
テ
ィ
ム
シ
ン
ガ
で
あ
る
が
、
ど
こ
が
出
身
地
で
あ
司

(

脳

〉

カ
デ
ィ
湖
周
濯
に
居
住
し
た
の
で
、
テ
ィ
ム
シ
ン
ガ

た
だ
ハ
ル
グ
ン
氏
族
自
盟
は
、

キ
ジ
湖
の
す
ぐ
下
流
、

た
の
か
、
記
録
に
は
み
え
な
い
。

も
同
地
域
に
住
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
ブ
ル
ガ
ル
氏
族
に
閲
し
て
は
、

ゴ
ク
ダ
フ
ン
が
居
住
し
た
ジ
ャ
リ
ン
村
は
、

キ
ジ
湖
の
や
や

上
流
に
あ
っ
て
、

キ
ジ
湖
か
ら
流
れ
出
た
川
が
ア
ム
ー
ル
川
と
合
流
す
る
地
黙
の
南
岸
に
あ
っ
た
。

一
方
グ
ウ
ェ
レ
ヘ
ン
村
は
、

ジ
ャ
リ
ン
村

の
封
岸
に
位
置
し
て
い
た
。
以
上
の
如
く
キ
ジ
ン
な
ど
三
氏
族
の
ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
は
、
進
貢
地
貼
の
キ
ジ
湖
と
そ
の
周
迭
に
集
中
し
て
い
る
。

さ
ら
に
上
流
に
目
を
移
し
て
み
よ
う
。
サ
イ
マ
ル
氏
族
の
ホ
ジ
ホ
ン
は
全
部
で
三
人
い
た
が
、

一
般
に
サ
イ
マ
ル
氏
族
は
、
ゴ
リ
ン
川
の
沿

(
田
山
〉

岸
に
分
布
し
て
お
り
、
ラ
ン
ガ
村
は
ゴ
リ
ン
川
の
西
岸
に
あ
っ
た
村
と
推
定
さ
れ
る
。
残
っ
た
キ
ヘ
チ
ェ
ン
村
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
手
が

か
り
は
な
い
が
、
や
は
り
ゴ
リ
ン
川
の
沿
岸
に
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
績
い
て
キ
レ
ル
姓
と
い
う
の
は
、
左
岸
地
方
の
エ
ヴ
ェ
ン
キ
族
と
推

(
m
m
〉

定
さ
れ
、
ゴ
リ
ン
川
の
水
系
近
く
に
い
た
と
み
ら
れ
る
が
、
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ヘ
ク
ジ
ン
ゲ
村
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
ビ
ル
ダ
キ
リ
氏
族
の
ホ
ジ
ホ
ン
、

ゴ
リ
ン
川
河
口
の
す
ぐ
下
流
に
あ
っ
た
村
で
あ
る
。
こ
の
地
域
で
も
ホ

ジ
ホ
ン
た
ち
の
出
身
地
は
、
準
貢
地
貼
の
あ
っ
た
ゴ
リ
ン
川
沿
岸
に
集
ま
っ
て
い
る
。

ミ
ヤ
タ
は
フ
ェ
リ
ム
村
の
出
身
で
あ
る
が
、

フ
ェ
リ
ム
と
い
う
の
は
、

も
っ
と
も
上
流
部
に
生
活
す
る
溢
民
の
う
ち
で
は
、

ヘ
チ
ケ
リ

・
ウ
ジ
ャ
ラ
の
二
氏
族
か
ら
ホ
ジ
ホ
ン
が
出
て
い
る
。

ヘ
チ
ケ
リ
氏
族
の
ホ

川
シ
ホ
ン
、

キ
ブ
サ
は
ブ
グ
ラ
ン
村
の
出
で
あ
る
が
、

ブ
グ
ラ
ン
村
と
い
う
の
は
ボ
ロ
ン
湖
附
近
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

一
方
ウ
ジ
ャ
ラ
氏
族

の
ジ
ャ
オ
ウ
ヌ
が
住
ん
だ
ピ
ユ
リ
村
の
位
置
は
不
明
で
あ
る
が
、
も
う
一
人
の
ク
リ
が
生
ま
れ
た
ウ
ジ
ャ
ラ
村
は
、

ボ
ロ
ン
湖
東
岸
に
あ
?
に

古
い
村
落
で
あ
る
。
ボ
ロ
ン
湖
は
、
ア
ム
ー
ル
左
岸
地
域
と
ア
ム
ー
ル
本
流
と
を
連
絡
す
る
水
路
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
ホ
ジ
ホ
ン
た
ち

は
、
こ
の
水
路
に
沿
っ
て
居
住
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
れ
ら
の
氏
族
に
、
ホ
ジ
ホ
ン
が
一
人
か
二
人
し
か
い
な
い
と
い
う
の
は
、
人
口



比
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
多
い
人
数
で
は
な
い
。
こ
の
地
域
の
住
民
が
毛
皮
を
牧
集
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
困
難
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
以
上
の

よ
う
に
ホ
ジ
ホ
ン
の
出
身
地
は
、
大
陸
物
流
の
援
酷
で
あ
っ
た
進
貢
地
黙
と
重
な
る
が
、
そ
れ
は
偶
然
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
上
述
し
た
ホ
ジ
ホ
ン
の
中
で
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
人
物
は
、

イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
と
シ
ョ

l
シ
ナ
の
親
子
で
あ
ろ
う
。
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
ら

は
二
人
で
五
回
も
上
京
し
て
お
り
、
そ
の
た
び
に
莫
大
な
数
の
毛
皮
を
中
園
に
も
た
ら
し
た
。
そ
れ
ら
の
毛
皮
を
す
べ
て
合
計
す
る
と
、

イ
ト

ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
に
つ
い
て
は
、
黒
狐
皮
六
枚
・
北
極
狐
皮
十
八
枚
・
赤
狐
皮
四
十
六
枚
・
紹
皮
四
百
五
十
四
枚
で
、

黒
狐
皮
七
枚
・
北
極
狐
皮
二
十
七
枚
・
赤
狐
皮
五
十
六
枚
・
沼
皮
千
四
百
四
枚
・
あ
ご
ひ
げ
あ
ざ
ら
し
皮
三
百
枚
で
あ
っ
た
。
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ

の
親
子
は
、
毛
皮
を
集
め
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
各
地
に
は
り
め
ぐ
ら
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

シ
ョ

l
シ
ナ
は
銀
狐
皮
一
枚

イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
は
乾
隆
七
年
に
キ
ジ
に
お
い
て
、
ク
フ
ン
姓
の
ホ
ジ
ホ
ン
、
ダ
イ
ジ
ュ
と
サ
ハ
リ
ン
の
ガ
シ
ャ
ン
ダ
、
ア
カ
ト
ゥ
ス
な
ど
三

〈

釘

〉

人
を
殺
害
し
た
。
こ
の
事
件
も
ま
た
、
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
の
交
易
活
動
が
原
因
で
引
き
起
こ
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
こ
ろ
詔
皮
を
徴
牧
す
る

た
め
キ
ジ
に
来
て
い
た
三
姓
の
八
旗
官
員
が
、
こ
の
こ
と
を
寧
古
塔
将
軍
部
調
達
に
報
告
し
た
の
で
、
都
調
達
は
翌
八
年
に
自
ら
寧
古
塔
に
赴

い
て
、
寧
古
塔
協
領
フ
シ
ュ
ン
な
ど
を
涯
遣
し
、
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
な
ど
八
人
を
逮
捕
し
て
、
ダ
イ
ジ
ュ
の
粗
母
と
兄
な
ど
と
と
も
に
寧
古
塔
ま

で
連
行
さ
せ
た
。
ま
た
サ
ハ
リ
ン
に
は
三
姓
協
領
ヘ
ボ
ー
ら
を
遣
わ
し
て
、
ヘ
ボ
ー
は
重
病
に
か
か
っ
て
途
中
で
引
き
あ
げ
た
が
、
防
禦
ジ
ブ

キ
オ
た
ち
は
ア
カ
ト
ゥ
ス
の
関
係
者
で
あ
る
シ
ュ
ル
ン
グ
ル
姓
の
ハ
ラ
イ
ダ
、
チ
チ
ャ
イ
と
ト
l
姓
の
ハ
ラ
イ
ダ
、
ヤ
ル
チ
を
キ
ジ
ま
で
連
行

(
∞
∞
〉

し
か
し
チ
チ
ャ
イ
と
ヤ
ル
チ
は
寧
古
塔
ま
で
同
道
す
る
こ
と
を
桓
否
し
て
、
夜
陰
に
ま
ぎ
れ
て
キ
ジ
を
脱
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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し
た
。サ

ハ
リ
ン
の
関
係
者
が
飲
席
し
た
ま
ま
、
寧
古
塔
に
お
い
て
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
の
裁
判
が
行
な
わ
れ
た
。
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
に
い
か
な
る
剣
決
が

下
っ
た
の
か
、
史
料
に
は
見
え
な
い
が
、
嘗
然
死
刑
の
剣
決
が
出
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
わ
か
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
子
ユ
ン
ギ
ヤ

〈

鈎

)

ヌ
に
劃
し
て
、
首
加
と
杖
刑
の
剣
決
が
下
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
同
年
九
月
に
、
乾
隆
一
帝
が
東
巡
を
し
て
恩
赦
を
行
な
っ
た
の
で
、

(

卯

〉

そ
の
刑
は
執
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
た
ち
は
寧
古
塔
に
移
さ
れ
て
、
毎
年
各
丁
二
枚
ず
つ
紹
皮
を
貢
納
す
る
こ
と
を
義

(
川
出
〉

務
づ
け
ら
れ
た
だ
け
で
終
っ
た
。
シ
ョ

l
シ
ナ
は
ち
ょ
う
ど
北
京
に
上
京
し
て
い
て
、
事
件
と
は
無
関
係
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
乾
隆
十
年
に
は
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寧
古
塔
に
移
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
シ
ョ

l
シ
ナ
は
十
二
年
に
も
北
京
に
入
っ
て
い
る
し
、
比
較
的
に
自
由
を
認
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。
そ

(

回

)

(

伺

)

し
て
乾
隆
二
十
年
に
は
寧
古
塔
か
ら
脱
出
し
た
の
で
あ
る
。
も
う

一
人
の
子
ユ
ン
ギ
ヤ
ヌ
も
ま
た
、
二
十
八
年
に
寧
古
塔
を
脱
出
し
て
い
る
。

イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
ら
に
殺
害
さ
れ
た
ダ
イ
ジ

ュは、

ク
フ
ン
姓
の
ホ
ジ
ホ
ン
と
い
わ
れ
る
が
、
乾
隆
十
五
年
の
遁
民
組
織
に
は
ク
フ
ン
と
い
う

集
闘
は
見
あ
た
ら
な
い
。
た
だ
寧
古
塔
協
領
フ
シ
ュ
ン
が
ダ
イ
ジ
ュ
の
関
係
者
を
迎
え
に
行
っ
て
い
る
の
で
、
寧
古
塔
副
都
統
の
管
轄
下
に
あ

っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。

ク
フ
ン
姓
は
、
ア
ム
ー
ル
川
の
河
口
附
近
に
居
住
し
た
ニ
ヴ
フ
族
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
人
の
被
害
者
ア
カ
ト
ゥ

(
川
円
〉

ス
は
サ
ハ
リ
ン
の
ガ
シ
ャ
ン
ダ
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
司
と
み
ら
れ
る
ハ
ラ
イ
ダ
の
チ
チ
ャ
イ
は
、
サ
ハ
リ
ン
の
中
部
ク
タ
ン
ギ
ハ
コ
タ
ン
ケ
シ
〉

(
M
N
)
 

に
家
が
あ
り
、
同
じ
く
ヤ
ル
チ
は
そ
れ
か
ら
東
北
へ
一
日
の
距
離
で
あ
司
た
ダ
リ
カ
(
タ
ラ
イ
カ
)
に
居
住
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
遠
く
隔
た

っ
た
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
住
民
と
サ
ハ
リ
ン
中
部
の
住
民
が
関
係
を
結
ん
で
、

つ
い
に
は
衝
突
を
起
こ
す
に
至
っ
た
理
由
と
は

い
司
た
い
い

か
な
る
も
の
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
事
件
、が
起
こ
っ
た
場
所
が
キ
ジ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
し
て
、

わ
た
し
は
そ
れ
を
交
易
上
の
誇
い
と
想
像
す
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る
。
す
な
わ
ち
ア
カ
ト
ゥ
ス
ら
サ
ハ
リ
ン
の
住
民
が
キ
ジ
ま
で
貢
納
と
交
易
に
出
か
け
て
、

そ
の
際
に
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
と
ダ
イ
ジ
ュ
三
者
の
聞

で
ト
ラ
ブ
ル
と
な
り
、
殺
人
事
件
に
護
展
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
の
事
件
と
類
似
し
た
殺
人
事
件
は

他
に
も
報
告
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
康
照
五
十
九
年
(
一
七
二

O
)
ご
ろ
キ
ジ
村
の

住
民
が
、

サ
ハ
リ
ン
の
人
一
名
を
殺
害
す
る
事
件
を
起
こ
し
た
。
そ
の
た
め
に
サ
ハ
リ
ン
に
住
む
七
か
村
の
逸
民
は
、
こ
の
年
に
貢
納
を
行
な

〈

mm〉

た
だ
ち
に
筆
帖
式
ゲ
ル
セ
イ
を
調
停
に
向
か
わ
せ
て
い
る
。

わ
な
か
っ
た
の
で
、
事
態
が
深
刻
化
す
る
こ
と
を
憂
慮
し
た
寧
古
塔
副
都
統
は
、

た
だ
事
件
の
原
因
は
、
明
ら
か
で
な
い
。
さ
ら
に
開
宮
林
識
も
ま
た
、

サ
ハ
リ
ン
西
岸
の
ア
イ
ヌ
人
古
老
か
ら
聞
い
た
話
と
し
て
、

J
a
ト
ゥ
ヒ

ヤ
ヌ
の
事
件
と
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
起
こ
っ
た
殺
人
事
件
を
詳
し
く
記
述
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
サ
ハ
リ
ン
に
交
易
に
来
た
大
陸
の
ス
メ
レ
ン
ク

ル
(
ニ
ヴ
フ
族
〉

・
サ
ン
タ
ン
(
オ
ル
チ
ャ
族
)
十
人
ほ
ど
を
ア
イ
ヌ
人
た
ち
が
殺
害
し
て
掠
奪
を
は
た
ら
い
た
の
で
、
翌
年
に
満
洲
人
が
船
三
隻

(
巾
別
)

さ
ら
に
そ
の
子
二
人
を
人
質
に
し
て
連
れ
て
い
っ
た
と
い
う
。
加
害
者
と
被
害
者

で
や
っ
て
き
て
、
首
謀
者
か
ら
質
器
を
と
っ
て
般
罪
さ
せ
、

を
逆
に
す
れ
ば
、
事
件
の
状
況
は
イ
ト
ヲ
ヒ
ヤ
ヌ
事
件
と
そ
っ
く
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
の
殺
害
事
件
は
、
交
易
上
の
ト
ラ
ブ
ル
が
原



因
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
般
に
サ
ハ
リ
ン
と
ア
ム
ー
ル
川
下
流
の
住
民
と
の
聞
で
は
、
同
様
な
争
い
が
し
ば
し
ば
起
こ
っ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。

イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
事
件
や
キ
ジ
村
の
殺
人
事
件
の
原
因
も
ま
た
、
交
易
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

ホ
ジ
ホ
ン
が
積
極
的
に
安
易
に
開
興
し
た
こ
と
を
誼
明
す
る
史
料
が
、
も
う
一
つ
存
在
す
る
。
上
述
し
た
如
く
嬢
藍
旗
蒙
古
都
統
バ
ハ

イ
た

ち
が
べ
康
照
二
十
九
年
に
康
照
一
帝
一
の
命
を
受
け
て
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
地
域
を
調
査
し
た
と
き
に
、
ア
ム
グ
ン
川
の
源
流
附
近
に
ロ
シ
ア
と
の
園

境
を
示
す
牌
棲
を
建
て
て
闘
っ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
薙
正
十
二
年
十
二
月
十
四
日
附
け
の
領
侍
衛
内
大
臣

・
英
誠
公
豊
盛
額
の
上
奏
に
よ
る

(
m
m
)
 

と
、
こ
の
牌
棲
に
つ
い
て
フ
ィ
ヤ
カ
地
方
の
ガ
シ
ャ
ン
ダ
、
端
色
は
次
の
如
く
報
告
し
て
い
る
。

七
、
八
年
前
に
こ
の
牌
棲
が
倒
壊
し
て
、
最
近
二
、
三
年
は
ロ
シ
ア
人
が
前
の
よ
う
に
越
境
し
て
狩
猶
し
て
お
り
ま
す
。

わ
た
し
た
ち
が
し
か
け
た
わ
な
に
入
っ
た
紹
を
掠
奪
す
る
も
の
ま
で
お
り
ま
す
。
も
し
こ
の
牌
棲
を
復
奮
し
て
標
識
と
し
、
も
と

ロ
シ
ア
人
の
中

に
は
、

の
如
く
ロ
シ
ア
人
の
越
境
を
禁
止
で
き
れ
ば
、

わ
た
し
た
ち
に
は
大
き
な
利
盆
で
あ
り
ま
す
。

端
色
と
い
う
人
物
は
、

い
っ
た
い
だ
れ
で
あ
ろ
う
か
。
上
奏
の
日
附
が
薙
正
十
二
年
十
二
月
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

か
れ
こ
そ
は
ホ
ジ
ホ
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ン
に
な
る
た
め
に
同
年
七
月
に
寧
古
塔
に
到
着
し
た
、

キ
ジ
ン
姓
の
ド
ゥ
ワ
ン
セ
に
ち
が
い
な
い
。
ド
ゥ
ワ
ン
セ
は
北
京
に
着
く
と
、
早
速
こ

れ
を
豊
盛
額
た
ち
に
話
し
た
の
だ
ろ
う
。
ド
ゥ
ワ
ン
セ
は
パ
ハ
イ
が
つ
く
司
た
牌
棲
が
七
、

八
年
前
に
倒
壊
し
た
こ
と
と
、

そ
の
た
め
に
ロ
シ

ア
人
が
園
境
を
越
え
て
、
謹
民
の
狩
強
を
妨
害
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
知
っ
て
い
た
。
ド
ゥ
ワ
ン
セ
は
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
と
緊
密
な
闘

係
を
も

っ
て
お
り
、
し
か
も
か
な
り
早
い
時
期
か
ら
そ
う
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
ゥ
ワ
ン
セ
が
自
ら
ア
ム
ー
ル
川
の
左
岸
地
域
に
入
つ

て
そ
れ
を
接
見
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
住
民
か
ら
そ
の
情
報
を
俸
達
さ
れ
た
の
か
、
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

よ
ド
ゥ
ワ
ン
セ
と
ア
ム
ー
ル
川
左
岸
の
住
民
と
が
接
鯛
す
る
の
は
、
紹
皮
な
ど
毛
皮
の
交
易
を
通
じ
て
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
ワ
ン
セ
が

い
ず
れ
に
せ

贋
い
範
圏
の
住
民
と
交
易
を
行
な
っ
た
こ
と
は
、

こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

毛
皮
交
易
を
企
業
的
に
行
な
っ
た
ホ
ジ
ホ
ン
は
、

イ

ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
や
ド
ゥ
ワ
ン
セ
な
ど
一
二
の
人
物
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

ホ
ジ
ホ
ン
一
般
に
共
通
す
る
性
格
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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おも

わ

り

港

民

が

上

京

し

て

北

京

の

女

性

を

萎

に

要

る

と

い

う

こ

の

制

度

は

、

以

後

し

だ

い

に

縮

小

に

向

か

う
。
乾
隆
十
五
年
(
一
七
五

O
〉
に
謹
民
の
定
額
化
が
質
施
さ
れ
て
、
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
も
、
す
べ
て
定
額
の
二
、
三
九
八
戸
内
に

十
八
世
紀
半
ば
に
最
盛
期
を
迎
え
て
、

押
し
込
め
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
新
た
な
戸
数
の
増
加
は
、
原
則
的
に
は
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
蛍
時
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
は
全
部
で
十
五
人
を
数

(

卯

)

ぇ
、
ホ
ジ
ホ
ン
の
人
数
も
そ
の
前
後
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
前
後
が
そ
の
人
数
の
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
十
五
年
以

降
上
京
す
る
謹
民
は
大
幅
に
減
少
し
て
、
十
年
か
十
数
年
に
一
人
と
い
う
割
合
に
な
り
、

ま
た
ホ
ジ
ホ
ン
と
サ
ル
ガ
ン
ジ
ュ
イ
が
再
上
京
す
る

こ
と
も
、
表
に
み
る
か
ぎ
り
な
く
な
っ
て
し
ま
?
た
。

遁
民
の
定
額
化
と
い
う
方
針
轄
換
に
、
清
澄
民
た
ち
が
何
ら
か
の
制
約
を
受
け
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
瞳

親
王
昭
槌
『
噺
亭
雑
録
』
の
記
述
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
嘉
慶
年
聞
に
な
る
と
、

ヘ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
た
ち
が
毛
皮
を
献
上
す
る
の
は
吉
林
勝

-140ー

軍
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
劃
し
て
吉
林
将
軍
は
民
聞
の
女
性
を
求
め
て
、
紅
い
輿
に
乗
せ
皇
女
と
踊
っ
て
、
恩
賞
と
と
も
に
ヘ
ジ
ェ
フ
ィ
ヤ
カ
た

(

川

)

ち
に
遺
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
す
で
に
制
度
そ
の
も
の
が
襲
更
に
な
っ
て
、
連
民
は
北
京
に
上
京
す
る
こ
と
な
く
、
吉
林
で
目
的
を
達
し
て

い
る
。
遁
民
た
ち
は
こ
の
時
期
に
は
わ
ざ
わ
ざ
上
京
し
て
も
、
以
前
の
よ
う
に
優
遇
さ
れ
る
と
い
う
保
詮
は
な
か
っ
た
の
で
、
も
し
他
の
地
域

で
ま
に
合
え
ば
、
上
京
す
る
ま
で
も
な
か
?
た
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
毛
皮
の
安
易
自
瞳
に
は
、
営
時
大
き
な
襲
化
が
起
こ
っ
た
兆
候
は
み
え
な
い
。
た
と
え
ば
大
陸
・
サ
ハ
リ
ン
・
北
海
道
を
結
ぶ
山
丹
交

易
は
、
そ
れ
か
ら
も
順
調
に
推
移
し
た
か
の
如
く
で
あ
る
。
十
八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
始
め
に
か
け
て
、

サ
ハ
リ
ン
に
は
大
陸
か
ら
毎
年
の

よ
う
に
、

キ
ジ
・
モ
ン
ゴ
ロ
・
コ
イ
マ
ン
・
ド
ゥ
ワ
ン
な
ど
の
村
落
出
身
の
サ
ン
タ
ン
人
が
船
圏
を
組
ん
で
、

毛
皮
の
貿
易
に
出
か
け
て
い

た
。
と
く
に
キ
ジ
村
に
居
住
し
た
プ
ヤ
ン
ゴ
ウ
と
い
う
ガ
シ
ャ
ン
ダ
は
、
三
十
年
徐
り
も
引
き
緩
い
て
サ
ハ
リ
ン
ま
で
き
て
、
ア
イ
ヌ
の
人
た

ち
と
貿
易
を
行
な
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
寛
政
二
年
(
一
七
九
O
γ
寛
政
四
年
・
享
和
元
年
(
一
八

O
一
〉
の
三
回
、
首
時
サ
ハ
リ
ン
を



(

川

)

調
査
に
き
て
い
た
最
上
徳
内
た
ち
が
、
貿
易
に
き
た
ブ
ヤ
ン
ゴ
ウ
を
目
撃
し
て
い
る
。
ブ
ヤ
ン
ゴ
ウ
は
サ
ハ
リ
ン
と
清
朝
の
聞
を
往
復
し
て
、

い
た
。
ブ
ヤ
ン
ゴ
ウ
に
代
表
さ
れ
る
サ
ン
タ
ン
一
一
商
人
こ
そ
は
、

サ
ハ
リ
ン
で
買
い
集
め
た
毛
皮
を
、
清
に
、遺
っ
て
穀
物
・
金
・
玉
な
ど
と
交
換
し
て
、
そ
れ
ら
を
ふ
た
た
び
サ
ハ
リ
ン
に
お
い
て
買
り
捌
い
て

ホ
ジ
ホ
ン
た
ち
の
後
縫
者
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
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註(
1
〉
漫
民
と
は
戸
籍
上
の
概
念
で
あ
っ
て
、
民
籍
に
も
旗
籍
に
も
入
ら
な

か
っ
た
遁
境
の
少
数
民
族
を
、
清
朝
は
透
民
と
絡
稽
し
た
。
し
た
が
っ

て
ア
ム
ー
ル
川
流
域
以
外
に
も
遺
民
は
存
在
し
た
の
だ
が
、
本
稿
で
は

も
っ
ぱ
ら
ア
ム
ー
ル
川
流
域
の
住
民
を
指
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
透
民

制
度
に
関
し
て
は
、
拙
稿
「
清
朝
逸
民
制
度
の
成
立
」
(
『
史
林
』
第
七

O
巻
第
四
鏡
、
一
九
八
七
年
〉
、
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方

の
透
民
組
織
」
(
『
人
文
拳
科
論
集
』
〈
鹿
児
島
大
拳
法
文
事
部
〉
第
三

四
鏡
、
一
九
九
一
年
〉
、
「
関
宮
林
臓
が
デ
レ
ン
で
出
曾
っ
た
中
園
人
」

(
紳
田
信
夫
編
『
日
本
所
在
清
代
償
案
史
料
の
諸
相
』
東
洋
文
庫
清
代

史
研
究
室
、
一
九
九
三
年
〉
、
「
十
七
世
紀
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け

る
経
済
交
流
」
(
『
松
村
潤
先
生
古
稀
記
念
清
代
史
論
叢
』
汲
古
書
院
、

一
九
九
四
年
)
な
ど
を
参
照
。

(
2
〉
関
嘉
録
「
里
遺
略
及
其
進
京
納
婦
浅
析
」
(
『
歴
史
楢
案
』
一
九
八
二

年
第
四
期
)
、
楊
余
練
・
闘
克
笑
「
清
朝
劉
東
北
港
陸
民
族
的
聯
姻
制

度
」
(
『
黒
龍
江
文
物
叢
刊
』
一
九
八
四
年
第
二
期
)
。

(
3
〉
拙
稿
「
リ
ダ
カ
と
ト
ジ
ン
ガ
」
(
『
鹿
大
史
皐
』
第
三
八
鋭
、
一
九
九

一年)。

(

4

)

李
輿
盛
『
遺
塞
詩
人
臭
兆
饗
』

年
)
を
参
照
。

(
黒
龍
江
人
民
出
版
社
、
一
九
八
六

(

5

)

『
黒
龍
江
将
軍
街
門
槍
案
』
第
二
七
四
加
、
康
照
四
十
八
年
四
月
十

三
日
の
候
。
な
お
イ
エ
ズ
ス
曾
土
ら
に
よ
る
本
土
の
地
園
測
量
に
つ
い

て
は
、
太
田
美
香
「
『
皇
輿
全
覚
園
』
に
つ
い
て
の
新
史
料
」
(
『
史
観
』

第
二
三
筋
、
一
九
八
五
年
〉
、
宮
崎
賓
琳
「
康
照
《
皇
輿
全
覧
園
》
的
測

給
考
略
」
(
『
故
宮
博
物
院
刊
』
一
九
八
五
年
第
一
期
〉
な
ど
を
参
照
。

(

6

)

『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
稽
案
』
第
一
二
加
、
康
照
四
十
八
年
六
月
十

二
日
の
僚
。

(
7
〉
い
「
・
回
・
ロ
ロ
出
回
E
p
b
g吋
3
h
v
E.。泊
h
s
h
Z』VFN.A『
N
R・
E
.
h
S
3.A~sww

町
、
可
。
ョ
vrhN.A叫
R
F
h
v。NNHN.由
主
♂
ミ
』
守
、
VU1包
喝
RA刊
&
句
、
内
苦
』
足
立
札
内

hhN

h
F
3
A
W
ご

丸

町

内

。

叫

4RNミ晶、制俺
W
F
F
N冶
2
h
F
4
0
]
-
A
H
W
]
ι
釦
円
山
由

w
H斗
ω
∞・

唱・

5
・
ま
た
英
語
吋
君
。
3
9
b
N
H
b
.
及
。
ミ
。
¥
(
U
F
S
R
C
σ
昌
a

H
a
s
s
h
h
H
C
S句、お』守、
r.2
N
N
U
M
b
-
a。
、
守
お
れ
の
F
、。ぉ
RUN-hRQNW

NU。NNH
“.
E
N
s
-
N
U
F
3
N
.
n
b
h
b
g町
、
惨
な
。
司
。
¥
志
、
同
昔
、
号
、
。
L
刊

の
-FN・一詰白
w

門

UFN
司、切符
a

吋晶、
.HQY示

。
w
奇
術
b
b
w
N
R出
吋
』
V
N
.
t
p
4
0
-
-
A
F

円。ロ
L
O
ロ
w
H斗
品
]
「
閉

y
H
O
U・

(
8
〉
イ
エ
ズ
ス
禽
士
の
史
料
に
関
し
て
は
、
一
度
讃
ん
だ
後
永
く
失
念
し

て
い
た
が
、
本
年
一
月
末
に
池
上
二
良
先
生
に
お
曾
い
し
た
と
き
、
池

上
先
生
か
ら
ど
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
す
。

(
9
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
五
九
畑
、
乾
隆
十
九
年
十
月
十
五

-141ー
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日
、
お
よ
び
第
六
一
郎
、
乾
隆
二
十
年
九
月
十
六
日
の
篠
。

(
叩
)
『
三
姓
副
都
統
街
門
楢
案
』
乾
隆
八
年
間
四
月
八
日
の
僚
。
遼
寧
省

檎
案
舘
他
-
謬
編
『
三
姓
副
都
統
街
門
漏
文
楢
案
誇
編
』
(
遼
溶
書
社
、

一
九
八
四
年
)
第
一
四

O
抗
措
案
は
、
そ
の
中
園
語
誇
で
あ
る
。
わ
た

し
は
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
の
こ
と
を
、
か
つ
て
コ
二
姓
副
都
統
街
門
捲
案
』

に
従
っ
て
イ
ト
ゥ
ヒ
エ
ヌ
と
呼
ん
だ
が
、
今
後
は
『
寧
古
塔
副
都
統
街

門
槍
案
』
に
よ
っ
て
イ
ト
ゥ
ヒ
ヤ
ヌ
と
稽
す
る
こ
と
に
す
る
。

〈
日
)
『
カ
ラ
フ
ト
ナ
ヨ
ロ
・
文
書
』
の
構
成
と
研
究
史
に
閥
し
て
は
、
池
上

二
良
「
カ
ラ
フ
ト
の
ナ
ヨ
ロ
文
書
の
満
州
文
」
(
『
北
方
文
化
研
究
』
第

三
鋭
、
一
九
六
八
年
)
を
参
照
。

(
ロ
)
瀬
川
州
語
の
テ
キ
ス
ト
と
翻
誇
は
、
前
掲
池
上
論
文
に
従
っ
た
。
な
お

池
上
氏
は
オ
コ
プ
キ
オ

orncrro
と
讃
ま
れ
る
が
、
『
三
姓
副
都
統

街
門
楢
案
』
乾
隆
四
十
二
年
十
月
十
日
(
『
コ
一
姓
副
都
統
街
門
満
文

倦
案
誇
編
』
第
六
九
挽
楢
案
〉
の
僚
な
ど
に
従
っ
て
、
オ
コ
ピ
オ

o
r♂
司
芯
と
讃
ん
で
お
く
。

(
日
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
捲
案
』
第
一

O
一
一
樹
、
乾
隆
四
十
年
一
一
一
月
一

日
の
候
。
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
僧
案
』
に
は
、
「

C
E
E
宮山

E
F

E
U
B
]自
白
」
と
あ
る
が
、
呂
田
町
三
百
-
自
国
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
『
一
二

姓
副
都
統
街
門
槍
案
』
嘉
慶
八
年
九
月
三
日
〈
『
三
姓
副
都
統
街
門
満

文
指
案
謬
編
』
第
一
三
九
鋭
機
案
)
の
僚
を
参
照
。

(
M
〉
拙
稿
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
逸
民
組
織
」
九
六

頁
、
表
2
2
を
参
照
。

(
日
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
一

O
コ
一
加
、
乾
隆
四
十
年
十
月
二

自
の
篠
。

(
v
m
)

註
(
日
〉
に
同
じ
。

(
口
)
註
(
日
〉
に
同
じ
。

(
時
〉
『
極
東
露
領
に
於
け
る
毛
皮
』
(
日
露
協
舎
報
告
8
)

九
二
一
年
〉
一
一
一
一

l
二
四
頁
を
参
照
。
以
下
同
じ
。

(
日
)
田
村
寅
造
・

今
西
春
秋
・
佐
藤
長
編
『
五
陸
清
文
鐙
誇
解
』
上
巻

〈
京
都
大
悪
文
準
部
、
一
九
六
六
年
〉
七

O
ニ
頁
を
参
照
。

(
初
)
『
大
清
一
統
志
』
(
嘉
慶
〉
径
六
三
、
奉
天
府
・
土
産
・
元
狐
の
保
。

(
幻
〉
『
大
清
一

一統
志
』
(
嘉
慶
〉
巻
六
三
、
奉
天
府
・
土
産
・
火
狐
の
候
。

(
幻
〉
拙
稿
「
リ
ダ
カ
と
ト
ジ
ン
ガ
」
二

O
頁
を
参
照
。

(
お
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
機
案
』
第
二

O
加
、
落
正
三
年
一
一
一
月
一
一
一
日
の

係。

(
担
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
一
九
加
、
潅
正
二
年
九
月
十
七
日

の
係
。

(
お
)
註
(
お
〉
に
同
じ
。

(
お
〉
一
例
を
あ
げ
る
と
、
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
七
六
加
、
乾

隆
二
十
七
年
二
月
二
十
日
の
像
。

(
幻
〉
註
(
日
〉
に
同
じ
。

(
お
)
一
例
を
あ
げ
る
と
、
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
捲
案
』
第
四
四
加
、
乾

隆
九
年
八
月
二
十
一
日
の
保
。

(
勿
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
構
案
』
第
一

O
一
加
、
乾
隆
四
十
年
三
月
二

十
八
日
の
僚
。

(ω
〉
註
(
臼
〉
に
同
じ
。

(
況
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
一

O
一
加
、
乾
隆
四
十
年
三
月
二

十
一
日
の
係
。

(
M
M

〉
臨
時
牽
割
問
奮
慣
調
査
舎
編
『
清
園
行
政
法
』
第
一
巻
下
(
東
京
、
一

九
一
四
年
〉
二
五
五
、
二
五
六
頁
、
責
十
慶
「
清
代
的
引
見
制
度
」

(
東
京
、
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〈
『
歴
史
檎
案
』
一
九
八
八
年
第
一
期
)
を
参
照
。

(
お
〉
『
欽
定
大
清
曾
奥
』
(
光
緒
)
巻
四
と
各
二
三
。
な
お
前
掲
貧
論
文
、

八
二
頁
を
参
照
。

〈
鈍
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
五

o
m、
乾
隆
十
二
年
四
月
二
十

六
日
の
僚
。

(
お
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
僧
案
』
第
七
六
加
、
乾
隆
二
十
七
年
二
月
二

十
日
の
係
。
な
お
『
清
貧
録
』
乾
隆
二
十
六
年
六
月
丁
亥
の
僚
に
よ
る

と
、
乾
隆
需
は
こ
の
日
(
二
十
二
日
〉
圏
明
固
か
ら
途
中
暢
春
園
を
へ

て
紫
禁
城
に
踊
っ
た
。

〈
町
四
)
『
園
史
列
停
』
巻
二

O
、
宗
室
都
爾
嘉
簿
。

(
初
出
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
指
案
』
第
五
五
節
、
乾
隆
十
七
年
二
月
四
日

の
僚
、
お
よ
び

『
欽
定
八
旗
逼
志
』
巻
回
、
旗
分
志
。

(
お
〉
『
寧
士
口
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
七
六
部
、
乾
隆
二
十
七
年
二
月
二

十
日
の
係
、
お
よ
び
『
欽
定
八
旗
通
士
山
』
巻
五
、
旗
分
志
。

(
鈎
)
こ
の
段
落
は
、
註
(
日
)
、
お
よ
び
『
欽
.
定
戸
部
則
例
』
(
同
治
四

年
)
品
位
九
て
雑
支
・
戸
部
支
款
に
よ
っ
た
。

ハ
品
別
〉
註
〈
況
)
に
同
じ
。

(
4
〉
前
掲
『
清
園
行
政
法
』
第
一
巻
上
、
八
四
、
八
五
頁
、
お
よ
び
瀧
川

政
衣
郎
「
清
代
文
武
官
服
制
考
」
(
『
史
皐
雑
誌
』
第
五
三
編
第
一
一
抗
、

一
九
四
二
年
)
一
一
一
四
|
三
九
頁
を
参
照
。

(
必
)
前
掲
瀧
川
論
文
、
二
八
|
三
三
頁
、
お
よ
び
〈
止
命
ミ
云
-O
R
Z
F

の
と
司
A
W

削除
河
内~。
H
F
S
h
u
k尚
道

H
N
N
R

之
、
ミ
偽
札
。
室
、
F
O
H
F
H仏

CE--

ぐ
O
H
m
w
x
u『

同

M
H開
凹

mwu

H
由
由
A
F

司
司
・
斗

Y
斗
N
.

(
必
〉
註
(
川
品
〉
に
同
じ
。

(
川
叫
)
『
欽
定
大
清
曾
典
事
例
』
(
光
緒
)
巻
一

O
八
九
、
供
用
、
お
よ
び
註

(
ぬ
)
に
同
じ
。

〈K
W

〉
註
〈
刷
出
)
に
同
じ
。

(
必
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
繕
案
』
第
一

O
一
部
、
乾
隆
四
十
年
三
月
四

日
の
係
。

〈
門
別
〉
『
三
姓
副
都
統
街
門
満
文
楢
案
書
編
』
第
一
一
一
一
九
鋭
機
案
は
、
そ
の

中
薗
語
謬
で
あ
る
。

(
必
)
註
(
幻
〉
に
同
じ
。

(
必
〉
註
(
m
m

〉
に
同
じ
。

〈
印
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
一

O
一
筋
、
乾
隆
四
十
年
四
月
十

九
日
の
燦
。

(
日
)
『
寧
古
第
副
都
統
衛
門
楢
案
』
第
一

O
一
朗
、
乾
隆
四
十
年
四
月
九

自
の
僚
。

(
回
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
機
案
』
第
一

O
二
加
、
乾
隆
四
十
年
四
月
二

十
三
日
の
係
。

(
臼
)
註
(
臼
)
に
同
じ
。

(
臼
)
註
(
臼
)
に
同
じ
。

(
日
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
橋
案
』
第
二
九
加
、
薙
正
十
二
年
八
月
十
九

日
の
僚
。

(
部
)
『
三
姓
副
都
統
街
門
楢
案
』
乾
隆
五
十
九
年
七
月
二
十
五
日
(
『
三

姓
副
都
統
街
円
満
文
楢
案
霧
編
』
第
一
三
七
挽
償
案
)
の
像
。

(
幻
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
機
案
』
第
四
九
加
、
乾
隆
十
二
年
二
月
十
一

日
の
像
。

〈
回
)
註
(
m
む
に
同
じ
。
そ
れ
に
よ
る
と
チ
ル
バ
ヌ
の
妻
が
ふ
た
た
び
再
上

京
し
た
の
は
、
潅
正
十
年
の
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
『
寧
古
格
副
都

統
街
門
繕
案
』
第
二
九
加
、
薙
正
十
二
年
七
月
二
十
一
日
の
僚
に
従
つ

-143ー



392 

て
、
難
正
十
二
年
に
訂
正
す
る
。

(
臼
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
五

O
m、
乾
隆
十
二
年
九
月
五
日

の
係
。

(
印
〉
池
上
二
良
『
ウ
イ
ル
タ
民
俗
語
集
』
(
網
走
市
北
方
民
俗
文
化
保
存

協
舎
、
一
九
八
五
年
)
一
二
頁
を
参
照
。

(
m
U

〉
服
部
健
「
樺
太
ギ
リ
ヤ
l
タ
の
漁
携
語
集
」
(
『
九
泉
合
年
報
』
第
四

集
、
一
九
五
二
年
)
四
九
、
五

O
頁
、
、
吋
白
r
g
E
出
巳
ぢ

F
〈

2
2
n
r

z
g
E
g
o
-
a
H
O
牛

2
ω
E
g
G
H
C白
r
z
n
r
g
Q
)
1
2
0ロ
g
f

r
g
S
E
E
L
〈

R
E
-
E
m・
(
『
北
海
道
皐
慈
大
皐
紀
要
』
(
第
一
部

A
人
文
科
皐
〉
第
一
一
一
一
港
第
一
鋭
、
一
九
六
二
年
)
九
六
頁
を
参
照
。

(

m

M

)

∞-
X・
戸
国
国
民
国
司
円
・
町
、

S
E
S
ミ
E
E
H
2
2
h刷
、
早
ミ
L
E
G
S
-

K
Q
E
Z潟、
R
R
h
h
k
E
F
h
R
O白

wJE豆
Y
己

g
z
z『
唱
曲

h
w
g
a・
2
℃
-

H
由
品

・

(
臼
)
こ
の
段
落
に
つ
い
て
は
、
池
上
氏
か
ら
懇
切
な
ご
数
示
を
い
た
だ
い

た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

(
臼
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
四
二
崩
、
乾
隆
七
年
七
月
十
九
日

の
僚
。

(
白
山
)
一
例
を
あ
げ
る
と
、
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
四
七
加
、
乾

隆
十
四
年
八
月
九
日
の
係
。

〈
印
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
僧
案
』
第
四
八
加
、
乾
隆
十
一
年
十
一
月
二

十
二
日
、
お
よ
び
第
四
九
加
、
乾
隆
十
二
年
二
月
十
一
日
の
係
。

ハ
m
山
)
註
(
印
〉
に
同
じ
。

〈
伺
〉
拙
稿
「
一
七
世
紀
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
交
流
」
第
一

草
を
参
照
。

(

ω

)

『
大
清
一
統
士
山
』

(
乾
隆
九
年
〉
を
三
五
、
寧
古
犠
・
山
川
に

殿
山
姥
世
議
官
「
一一笠岡↑一

と
あ
る
。
殿
山
婚
は
デ
ィ
ヤ
ン
ホ
ン
コ
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
中
の

「
二
碑
」
と
は
、
明
の
時
に
建
設
し
た
二
種
類
の
永
寧
寺
碑
文
を
指
す

と
考
え
ら
れ
る
。

(
叩
〉
『
黒
龍
江
嶋
府
軍
街
門
憎
案
』
第
一

O
加
、
康
照
二
十
九
年
三
月
十
四

日
の
係
。
ま
た
楊
賓
『
柳
逸
紀
略
』
径
一
。

(
礼
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
儲
案
』
第
二
九
加
、
薙
正
十
二
年
正
月
二
十

六
日
、
お
よ
び
向
加
、
薙
正
十
二
年
八
月
十
九
日
の
保
。

(η
〉
註
(
九
)
に
同
じ
。

(η
〉
わ
た
し
は
か
つ
て
プ
ル
を
、
南
か
ら
キ
ジ
湖
に
注
ぐ
フ
イ
リ
川
(
現

ア
イ
川
)
に
比
定
し
た
が
、
そ
の
解
揮
は
、
課
り
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に

訂
正
を
行
な
う
。
拙
稿
「
一
七
世
紀
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経

済
交
流
」
四

O
頁
を
参
照
。

(
刊
内
)
か
つ
て
ウ
イ
ル
タ
族
が
、
こ
の
ル
l
ト
を
通
っ
て
移
動
を
行
な
っ
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〉
-
∞
・
の
gobER-ω
語、

hR占
同
町

RR
司旬、。.

宮
町
内
定
、
言
、
。
。
。
白
河
紅
海
正
N
O
K
A
』肉、、
h
H
h
h
h
R
E
S
h
H
-

h

旬、旬。
shhHNHIN-EShouQNH回
-upAon自白
-
s
a・
2-M・
S-
お

よ
び
石
田
英
一
郎
「
邦
領
南
樺
太
オ
ロ
ッ
コ
の
氏
族
に
就
い
て
付
」

(
『
石
田
英
一
郎
全
集
』
第
五
巻
、
筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
〉
一
一
一
一
-
一

七
頁
を
参
照
。

(
花
〉
捌
稿
「
一
七
世
紀
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
交
流
」
四

O

頁
を
参
照
。

(
町
内
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
三
五
加
、
乾
隆
三
年
九
月
六
日
の

候。

〈
作
〉
拙
稿
「
一
七
世
紀
以
降
の
東
北
ア
ジ
ア
に
お
け
る
経
済
交
流
」
三
九
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頁
を
参
照
。

(
花
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
機
案
』
第
八
三
加
、
乾
隆
三
十
年
十
一
月
二

十
一
日
、
お
よ
び
第
一
一
一
一

mm、
康
照
五
十
七
年
二
月
二
十
七
日
の
候
。

(
乃
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
五
八
加
、
乾
隆
十
九
年
正
月
二
十

四
日
の
僚
。
原
文
に
は

3
2
m
m
z
o
g
r
p
z
p
g
F
o
g
r
o
-
n
o
o
z

《
目
。

z
z
n
F口
出
・
・
・
」
と
あ
る
が
、
こ
の
守
口
m
m
E
は
佐
領
、
ま
た
は

防
御
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。

(ω
〉
た
と
え
ば
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
一
一

o
m、
乾
隆
四
十

四
年
七
月
二
十
五
日
、
お
よ
び
コ
ニ
姓
副
都
統
街
門
機
案
』
乾
隆
四
十

五
年
六
月
十
日
(
『
三
姓
副
都
統
街
門
満
文
楢
案
誇
編
』
第
一
一
五
貌

楢
案
)
の
保
。

(
町
山
〉
註
(
日
山
〉
に
同
じ
。

(
但
)
末
松
保
和
「
末
期
の
山
丹
交
易
に
就
て
」
(
『
東
亜
経
済
研
究
』
第
一

三
巻
第
二
続
、
一
九
二
九
年
〉
、
竹
内
運
卒
「
山
丹
交
易
に
関
す
る
考

察
」
(
『
園
事
院
雑
誌
』
第
三
九
巻
第
五
鋭
、
第
六
貌
、
一
九
三
三
年
)
、

高
倉
新
一
郎
「
近
世
に
於
け
る
樺
太
を
中
心
と
し
た
日
満
交
易
」
(
『
北

方
文
化
研
究
報
告
』
第
一
鋭
、
一
九
三
九
年
〉
、
洞
富
雄
『
樺
太
史
研

究
|
樺
太
と
山
丹
』
(
東
京
、
一
九
五
六
年
〉
な
ど
を
参
照
。

〈
間
山
〉
拙
稿
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
透
民
組
織
」
八
八
頁

を
参
照
。

(
U
M

〉
註
〈
m
∞
〉
に
同
じ
。

(
田
山
〉
拙
稿
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
逸
民
組
織
」
八
七
頁

を
参
照
。

(
町
田
〉
拙
稿
「
十
八
世
紀
末
ア
ム
ー
ル
川
下
流
地
方
の
漫
民
組
織
」
八
六
、

八
七
頁
を
参
照
。

(
的
引
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
稽
案
』
第
四
一
加
、
乾
隆
七
年
十
二
月
二

目
、
お
よ
び
コ
ニ
姓
副
都
統
街
門
橋
案
』
乾
隆
八
年
十
月
二
十
八
日

(
『
三
姓
副
都
統
街
門
満
文
捲
案
謬
編
』
第
一
四
四
貌
繕
案
)
の
僚
。

〈
∞
∞
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
四
五
加
、
乾
隆
十
年
三
月
七
日
、

お
よ
び
『
三
姓
副
都
統
街
門
指
案
』
乾
隆
八
年
間
四
月
八
日
、
六
月
二

十
七
日
、
八
月
八
日
、
十
月
二
十
八
日
〈
『三
姓
副
都
統
街
門
満
文
指

案
誇
編
』
第
一
四

O
鋭
、
第
一
四
一
鋭
、
第
一
四
二
鋭
、
第
一
四
四
挽

楢
案
〉
の
僚
。

(
回
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
檎
案
』
第
四
八
加
、
乾
隆
十
一
年
二
月
二
十

七
日
の
係
。

(
卯
)
『
清
寅
録
』
乾
隆
八
年
九
月
甲
辰
の
候
。

(
侃
〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
機
案
』
第
五

O
加
、
乾
隆
十
二
年
十
月
八
日

の
候
。
こ
の
年
に
は
五
丁
で
計
十
枚
の
沼
皮
を
貢
納
し
て
い
る
。

(
位
〉
『
三
姓
副
都
統
街
門
償
案
』
乾
隆
二
十
年
五
月
二
十
七
日
(
『
一
一
一
姓

副
都
統
街
門
満
文
楢
案
羽
一
昨
編
』
第
一
四
八
貌
繕
案
〉
。

(
m
m

〉
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
様
案
』
第
七
八
朗
、
乾
隆
二
十
八
年
十
月
六

日
の
係
。

(
倒
〉
註
(
凹
む
に
同
じ
。

(
間
山
〉
拙
稿
「
閲
宮
林
磁
の
著
作
か
ら
見
た
ア
ム
ー
ル
川
最
下
流
域
地
方
の

透
民
組
織
」
(
紳
田
信
夫
先
生
古
稀
記
念
論
集
編
集
委
員
曾
編
「
清
朝

と
東
ア
ジ
ア
』
山
川
出
版
社
、
一
九
九
二
年
〉
一
五
七
頁
を
参
照
。

(
M
m
)

『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
楢
案
』
第
一
四
加
、
康
照
五
十
九
年
八
月
二

十
四
日
の
僚
。

(
併
〉
『
北
夷
分
界
除
話
』
附
岨
障
を
参
照
。
な
お
テ
キ
ス
ト
は
、
洞
富
雄
・

谷
調
停
筒
一
編
注
『
東
縫
地
方
紀
行
』
(
卒
凡
祉
、
一
九
八
八
年
)
に
よ
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っ
た
。

〈
伺
)
中
圏
第
一
歴
史
楢
案
館
『
清
代
中
俄
関
係
楢
案
史
料
選
編
』
(
北
京
、

一
九
八
一
年
〉
第
二
八
二
鋭
楢
案
。

(
叩
)
『
寧
古
塔
副
都
統
街
門
機
案
』
第
八
三
加
、
乾
隆
三
十
年
十
一
月
二

十
一
日
の
係
。

〈
川
)
『
噺
亭
雑
録
』
巻
九
、
和
民
支
雅
略

士
口
林
東
北
有
和
民
支
雅
略
部
、
:
:
:
。
至
今
其
部
落
及
歳
時
至
吉

林
納
聴
、
同
府
軍
卸
購
買
民
女
、
乗
以
紅
輿
代
宗
女
、
以
厚
窟
贈

之
。
其
部
落
甚
信
用
品
骨
奉
、
初
不
計
其
僑
也
。

(
川
)
そ
れ
ぞ
れ
高
橋
寛
光
『
瓦
刺
弗
吐
島
雑
記
』
(
内
閣
文
庫
蔵
)
、
最
上

徳
内
『
蝦
夷
草
紙
後
編
』
巻
中
、
中
村
小
市
郎
「
唐
太
嶋
見
分
仕
候
趣

左
ニ
奉
申
上
候
」
(
『
新
撰
北
海
道
史
』
第
五
巻
史
料
一
〈
北
海
道
耐
腕
、

一
九
三
六
年
〉
〉
を
参
照
。
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THE HOJIHONS IN THE LOWER REACHES OF

THE AMUR RIVER IN THE EIGHTEENTH CENTURY

Matsuura Shigeru

　　

From the period of the mid-seventeenth century, the Qing 清dynasty

government organized most of the minorities living in the lower reaches

of the Amur River into ａ group designated as “frontier people 漫民”.

These people were　obliged to pay an annual tribute of ａ sable pelt per

family to Ningguta 寧古塔

　　

In the eighteenth century, some frontier people began to travel to

Beijing北京privately, outside the purview of the annual tribute missions.

These people carried animal pelts such as silver foχ，black foχ，arctic foχ，

red foχ, and sable. Their purpose was　to　present these　pelts　to the

emperor and to marry women in　Beijing.　Such .people　were　termed

hojihon, and they, together with their wives, were well-treated.　Some

hojihons continued to travel back and　forth　from Amur River region

to Beijing, presenting many pelts and receiving much reward｡

　　

With the conclusion of the treaty of Nerchinsk between Qing and

Russia in 1689, the Qing government increased the tribute sites in the lower

reaches of the Amur River, and dispatched there annually eight bannermen

to collect the pelts.　Then, the frontier people carried on a lively trade

with both the bannermen and other frontier people.　The hojihons were

those

　

who actively participated in　this trade and successfully gathered

many animal pelts.
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